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第１章 導入の目的 

 

１－１ 導入の目的 

対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情報表示サービスは、見通しの悪い

カーブ区間の状況をドライバーに対し道路インフラで情報を提供するシステムであり、事故の発

生を防止すること、あるいは事故発生時の被害を軽減することを導入の目的としている。 

導入するサービスは以下のとおりである。 

(1)  対向車両情報表示サービス 

(2)  前方停止車両・低速車両情報表示サービス  

(3)  組み合わせサービス                          

 

 

【解 説】 

 

道路インフラのＩＴ（情報技術）化で自動車の走行を支援することにより、道路交通の安全性

を向上させることを目的とした走行支援道路システムの開発が行われてきている。 

本サービスは、この開発成果の一部を用いた道路インフラシステムを導入することにより、事

故の発生の防止や、事故発生時の被害軽減に寄与することを目的としている。 

見通しの悪いカーブ区間での事故は、直線や交差点など他の道路形状に比べ重大事故になる確

率が高く、正面衝突、車両単独、追突事故が多く発生している。曲率半径 200m 未満のカーブにお

いて事故率は増加傾向であり、特に 100m 未満における死傷事故率は 200m 以上に比べて約２倍と

なる。（出典：交通工学ハンドブック、首都高速道路公団資料、日本道路公団資料） 

 導入するサービスは、正面衝突事故が多く発生するカーブ箇所には「対向車両情報表示サービ

ス」を、また追突事故が多く発生するカーブ箇所では、「前方停止車両・低速車両情報表示サービ

ス」が適切と考えられ、正面衝突事故、および追突事故の両方発生する箇所は、両サービスを組

み合わせた「組み合わせサービス」の導入が考えられる。  

 本書は、これまでの研究で培った技術、および実道評価実績を基に、サービスを提案、纏めた

ものである。また本書は事務所における特記仕様書作成時の参考資料となることを前提としてい

る。 

 

(1) 対向車両情報表示サービス 

  見通しの悪いカーブ区間に進入する対向車両を検出し、その情報を情報表示板を用いて提供

することによりドライバーに注意喚起を促すサービスである。平成 14 年度の相武国道事務所

小渕地区（関東地方整備局）の実道試験では、正面衝突事故につながるはみ出し走行台数が大

型車で約７割、小型車では約半分に減少する導入効果が見られた。 
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(a) サービスのねらい 

本サービスのねらいは、対向車両の情報表示により、対向車線にはみ出さないようにカ

ーブ区間進入前で減速走行するといった、対向車両の存在を意識した安全な走行を支援す

ることである。 本サービスにより、正面衝突・すれ違い衝突事故の回避や事故による被

害の軽減が期待される。なお、対向車線からはみ出してくる対向車両との衝突を回避する

ことをねらいとしたものではない。 

(b) サービスが対象とする場面 

サービスが対象とする場面は、サービス対象車両が、見通しの悪いカーブ区間へ進入

する場合に、速度を超過して走行する、あるいは、車線をはみ出して走行するなどの走

行を行った場合に事故につながる可能性のある場面であり、対向車両の存在を事前に情

報提供することにより速度超過による車線逸脱走行の防止を図るもので、対象事故とし

ては正面衝突事故やすれ違い衝突事故等の一部である。  

  (c) サービス対象外の場面 

     情報提供後に変化した事象、および想定している撮像装置の配置・設備仕様では検出

困難な事象等は、本サービスの対象外とする。又、安全サービス上で必要となる検出す

べき障害物は、高さ 10cm 以上の物体となるが、今回のサービスで対象外となる自車線の

障害物は軽自動車より小さな対象物とする。尚、以降記載される検出困難な「障害物」

とは軽自動車より小さな物体を示す。    

  

(2) 前方停止車両・低速車両情報表示サービス 

   見通しの悪いカーブ区間における停止車両・低速車両の存在を路側に設置した情報表示板に

より後続車に情報提供して、安全な走行を支援するサービスである。平成 14 年度の奈良国道

事務所米谷地区（近畿地方整備局）の実道試験では、情報表示板による低速事象情報提供によ

り、情報提供前との通過速度差で約 9km/h の低減効果が見られた。 

 

(a) サービスのねらい 

本サービスのねらいは、停止車両・低速車両の情報表示によって後続車がカーブ区間に

進入する前に減速するといった、安全な走行を支援することである。 本サービスにより、

視認困難、発見遅れによる停止車両・低速車両への衝突・追突事故の回避が期待できる。 

  (b) サービスが対象とする場面 

サービスが対象とする場面は、見通しの悪いカーブ区間で停止車両・低速車両の事象が

発生し、その区間へ進入するサービス対象車両が発生した事象に気づかずに、そのまま走

行を続けると事故につながる可能性のある場面である。対象事故としては、見通しの悪い

カーブ区間での停止・低速車両への追突事故である。 

  (c) サービス対象外の場面 

      情報提供後に変化した事象、および想定している撮像装置の配置・設備仕様では検出困

難な事象等は、本サービスの対象外とする。検出困難な事象例として、対向車線を走行す

る車両、自転車、および障害物がある。 

 

 



  

3 

(3) 組み合わせサービス 

   組み合わせサービスは、見通しの悪いカーブ区間に存在する停止車両・低速車両、および同

区間に進入する対向車両を検出し、その情報を情報表示板を用いて提供し、ドライバーに注意

喚起を促すサービスである。 

 

(a) サービスのねらい 

     本サービスのねらいは、対向車両の情報表示により、対向車線にはみ出さないようにカ

ーブ区間進入前で減速走行するといった対向車両の存在を意識した安全な走行を支援す

ることおよび停止車両・低速車両の情報表示によって後続車がカーブ区間に進入する前に

減速するといった安全な走行を支援することである。 本サービスにより、正面衝突・す

れ違い衝突事故の回避や事故による被害の軽減、視認困難、発見遅れによる停止車両・低

速車両への衝突・追突事故の回避が期待できる。 

  (b) サービスが対象とする場面   

     サービスが対象とする場面は、見通しの悪いカーブ区間で停止車両・低速車両の事象が

発生し、その区間へ走行するサービス対象車両が事象に気づかずに、そのまま走行を続け

ると衝突や追突事故につながる可能性のある場面、およびサービス対象車両が同上区間へ

進入する場合に、速度を超過して走行するなどの走行を続けると車線逸脱に起因する正面

衝突・すれ違い衝突事故につながる可能性のある場面である。本サービスで対象とする事

象は、停止車両・低速車両、対向車両である。 

(c) サービス対象外の場面 

     情報提供後に変化した事象、および想定している撮像装置の配置・設備仕様では検出困

難な事象等は、本サービスの対象外とする。検出困難な事象例として、自車線の障害物、

および対向車線を走行する車両、自転車、障害物がある。 
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１－２ 基本構成 

 

対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情報表示サービスを行う基本構成は

道路状況把握設備、路側処理設備、情報表示設備、管理設備である。 

 

【解説】 

 

 対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情報表示サービスの全体構成は同一

である。 

 図 1-1 に全体の構成を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1  情報表示システムへの適用構成例   

 

  （注）図中の「情報表示システム路側処理設備」、および「情報表示システム管理設備」は以

降、「IS 路側処理設備」、「IS管理設備」と称する。 

     なお、「IS」は Information Service の略とする。 

     又、以降の記載で「設備」、「装置」の同類語が使用されるが、「装置」は、「設備」の 

     一部を構成するものとする。 
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第２章 サービスの定義 

２－１ サービスの定義 

 

提供するサービスについて定義する。 

(1) 対向車両情報表示サービス 

 見通しの悪いカーブ区間において、対向車両の存在に関する情報を道路状況把握装置で検知

し、その情報を路側に設置する表示板に表示し、ドライバーへ注意喚起の情報を提供すること

により、正面衝突・すれ違い衝突事故の回避や事故による被害を軽減することを目的としたサ

ービスである。 

(2) 前方停止車両・低速車両情報表示サービス 

道路前方の見通しの悪い区間に向かって走行する車両に対し、進路前方の視認困難な停止車

両・低速車両を道路状況把握装置で検知し、その情報を路側に設置する表示板に表示しドライ

バーに注意喚起の情報を提供することにより、停止車両・低速車両との衝突事故を回避または

軽減化するサービスである。 

(3) 組み合わせサービス 

   対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情報表示サービスを組み合わせ、 

  情報を統合的に提供するサービスである。 

 

【解 説】 

 

(1) 対向車両情報表示サービス 

 (a) サービスの定義  

見通しの悪いカーブ区間において、対向車両の存在に関する情報を検知し、路側に設置し

た情報表示装置に表示し、ドライバーへ情報提供することにより安全な走行を支援すること

を目的としたサービスである。 

 (b) サービス提供に必要な機能 

   ・検知データの取得機能 

    進路前方の視認困難な場所を対向して走行してくる車両情報を検知取得する。 

   ・走行支援情報の作成機能 
    検知データを用いて提供情報を作成する。 

   ・走行支援情報のドライバーへの提供機能 

 道路前方の見通しの悪い区間に向かって走行する車両に対し、ドライバーに情報を表示

板で提供する。 
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(2) 前方停止車両・低速車両情報表示サービス 

 (a) サービスの定義 

 カーブなどの見通しの悪い道路区間に向かって走行する車両に対し、進路前方の視認困難

な停止車両・低速車両を検知し、その情報を路側の情報表示設備からドライバーに情報とし

て提供し、停止車両・低速車両との衝突事故を回避または軽減化するサービスである。 

 (b) サービス提供に必要な機能 

   ・検知データの取得機能 

    進路前方の視認困難な停止車両・低速車両を障害物情報として検知取得する。 
   ・走行支援情報の作成機能 

    検知データを用いて提供情報を作成する。 

   ・走行支援情報のドライバーへの提供機能 

  道路前方の見通しの悪い区間に向かって走行する車両に対し、ドライバーに情報を表示

板で提供する。 

 

(3) 組み合わせサービス 

   カーブ区間において前方停止車両・低速車両情報表示サービスおよび対向車両情報表示サー 

ビスを組み合わせ、統合的に提供するサービスである。 
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２－２ サービスの考え方 

２－２－１ 対向車両情報表示サービス 

対向車両情報表示サービスは、以下の範囲でサービスを行う。 

(1) サービス対象区間の考え方 

本サービスの対象とする区間は、情報提供位置から見通し不良区間の終了地点までの区間で

ある。 

(2) 情報提供位置の考え方 

情報提供位置は、表示板による提供情報内容（表示内容）の視認できる位置である。走行中

の車両に対向車両の存在を知らせる情報提供位置は、見通し不良区間ですれ違う可能性のある

車両の情報をサービス対象車両と対向車両が見通し不良区間に進入するタイミングと走行速

度に留意して設定する。 

(3) 情報提供手段および提供事象 

本サービスの情報提供手段は、表示板とする。 

表示板で提供する事象は、以下のとおりである。 

・対向車両の有無 

・注意喚起情報 

・サービスが機能していないこと 

 

【解 説】 

   

(1) 対向車両情報表示サービスで対象とする区間 

本サービスは、片側対面通行道路における片方向サービス、あるいは両方向サービスに適用

されるものとし、対象とする区間は、情報提供位置から見通し不良区間の終了地点までの区間

とする。尚、以降の記述は片方向サービスを例に記載する。 

見通し不良区間とは、カーブ区間の上流側を走行しているサービス対象車両からカーブ区間

の道路線形が消失する箇所（以下、「見通し不良区間開始地点」という）とカーブ区間を走行

しているサービス対象車両から直線区間の線形が完全に回復する箇所（以下、見通し不良区間

終了地点」という）の間の道路区間と定義する。具体的には以下のとおり定義する。 

(a) 見通し不良区間開始地点 

センタラインのカーブ開始地点での接線と道路の最も外側との交点の位置 

(b) 見通し不良区間終了地点 

センタラインのカーブ終了地点での接線と道路の最も外側との交点の位置 

 

この考え方に基づいた、対向車両情報表示サービスの設備配置例を図 2.2.1-1 に示す。 
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 (2) 情報提供位置 

情報提供位置は、表示板による提供情報内容（表示内容）の視認できる位置である。 

表示板の設置位置は、カーブ区間に進入するサービス対象車両のドライバーにとって最も危

険度の高い条件を想定して決定する。すなわち、サービス対象車両が表示板の手前の消失地

点を通過したときに、走行してくる対向車両が対向車両用撮像装置の車両検出範囲の直前に

いる場合である。この場合、自車のドライバーは対向車両の存在を知ることなく、見通し不

良区間において対向車両とすれ違う可能性が高い。できる限りこのような場合を避けるため

に、対向車両情報表示サービスにおける情報提供位置は、見通し不良区間開始地点より提供

情報内容（表示内容）が視認できる距離だけ手前の位置とする。これにより、カーブ区間に

進入するサービス対象車両のドライバーが対向車両に関する最新の情報を取得できる。 

情報提供位置、表示板設置位置、見通し不良区間の位置関係を図 2.2.1-2 に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

見通し不良区間 

情報提供位置 

消失距離 

見通し不良区間 
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（表示板設置位置） 

見通し不良区間 
終了地点 

サービス対象車両 対向車 

 図 2.2.1-2 情報提供位置、表示板設置位置、見通し不良区間の位置関係 

サービス対象区間 

 図 2.2.1-1 対向車両情報表示サービスにおけるサービス区間 
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(3) 情報提供手段 

 (a) 情報提供手段 

情報提供手段は表示板であり、縦または横 1列 5文字表示を想定している。 

 (b) 提供事象 

本サービスにおける提供事象は、対向車両の有無の情報とし、「対向車あり」と表示する。 

提供事象のない場合は、ドライバーに進路前方が安全であるような誤認識を与えないため、

注意喚起情報として「カーブ注意」「走行注意」「速度注意」等の表示を行う。 

サービスが停止状態にある場合は「調整中」とし無表示も可能とする。 
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２－２－２ 前方停止車両・低速車両情報表示サービス 

前方停止車両・低速車両情報表示サービスは、以下の範囲でサービスを行う。 

(1) サービス対象区間の考え方 

本サービスの対象とする区間は、カーブの見通し不良区間である。 

(2) 情報提供位置の考え方 

情報提供位置は、表示板による提供情報内容（表示内容）の視認できる位置である。走行中

の車両に情報を知らせる情報提供位置は、見通し不良区間の最も入り口に近い地点に停止車両

が存在するとしたときの、直前で停止できる制動距離の手前の地点とする。 

(3) 情報提供手段および提供事象 

本サービスの情報提供手段は、表示板とする。 

表示板で提供する事象は、以下のとおりである。 

・停止車両の存在 

・低速車両の存在 

・注意喚起情報 

・サービスが機能していないこと 

 

【解 説】 

 

(1) 前方停止車両・低速車両情報表示サービスで対象とする区間 

前方停止車両・低速車両を検出する区間は、見通し不良区間であり、撮像装置の監視する範

囲である。これを事象検出区間と定義する。また、事象検出区間の開始点を事象検出開始地点、

同じく事象検出区間の終了地点を事象検出終了地点とする。 

事象検出開始地点は、カーブ開始地点より先の見えない位置とする。 

事象検出終了地点は、カーブ終了地点で当該車線左側端から路肩分オフセットした地点での円

弧への接線となる視距を確保し、カーブ終了地点より下流に存在する停止車両に対して、サー

ビス対象車両がドライバーの情報提供反応時間を含めて、当該地点の停止車両に衝突すること

なく停止できる地点、すなわちカーブ終了地点より先の地点とする。 

   この考え方に基づいた、前方停止車両・低速車両情報表示サービスの設備配置例を図 2.2.2-  

  1 に示す。 
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     図 2.2.2-1 前方停止車両・低速車両情報表示サービスの対象区間 

 

(2) 情報提供位置 

情報提供位置とは、表示板による提供情報内容（表示内容）が視認できる位置である。前方

停止車両・低速車両情報表示サービスにおける情報提供位置は、事象検出区間の開始点より、

危険回避に必要となる制動停止距離（Ｌ）だけ手前の位置とする。 

表示板設置位置は、事象検出開始点より表示板設置距離（Lｐ）上流側の位置であり、情報提

供位置より消失距離（ドライバーが表示板の表示が視認できなくなる距離Ｌ２）だけ下流とな

る。 

情報提供位置、表示板設置位置、情報対象区間の位置関係を図 2.2.2-2 に示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 2.2.2-2  情報提供位置、表示板設置位置、情報対象区間の位置関係 
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(3) 情報提供手段および提供事象 

 (a) 情報提供手段 

情報提供手段は表示板であり、縦または横 1列 5文字表示を想定している。 

 (b) 提供事象 

本サービスにおける提供事象は、停止車両、低速車両の存在情報であり、「停止車あり」

「低速車あり」表示とする。 

提供事象のない場合は、ドライバーに進路前方が安全であるような誤認識を与えないため、

注意喚起情報として「カーブ注意」「走行注意」「速度注意」等の表示を行う。 

サービスが停止状態にある場合は「調整中」とし、無表示も可能とする。 
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２－２－３ 組み合わせサービス（対向車両情報表示サービス+前方停止車両・低速

車両情報表示サービス） 

対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情報表示サービスを同じカーブ区間

で提供するときには、両者のサービス対象区間と情報提供位置を勘案して、以下の範囲でサービ

スを行う。 

(1) サービス対象区間の考え方 

本サービスの対象とする区間は、「２－２－１ 対向車両情報表示サービス」および「２－

２－２ 前方停止車両・低速車両情報表示サービス」に記述したサービス対象区間を重ね合わ

せた区間とする。 

(2) 情報提供位置の考え方 

走行中の車両に情報を知らせる情報提供位置は、「２－２－１ 対向車両情報表示サービ

ス」および「２－２－２ 前方停止車両・低速車両情報表示サービス」に記述した情報提供位

置とし、サービス毎に個別に設定する。 

(3) 情報提供手段および提供事象 

本サービスの情報提供手段は、表示板とする。 

表示板で提供する事象は、以下のとおりである。 

・対向車両の有無 

・停止車両の存在 

・低速車両の存在 

・注意喚起情報 

・サービスが機能していないこと 

 

【解 説】 

 

(1) 組み合わせサービスで対象とする区間 

本サービスの対象とする区間は、対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両

情報表示サービスのサービス対象区間を重ね合わせた区間とする。 

サービス毎のサービス対象区間の考え方は、「２－２－１ 対向車両情報表示サービス」お

よび「２－２－２ 前方停止車両・低速車両情報表示サービス」に記述した内容と同じである。 
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(2) 情報提供位置 

情報提供位置は、表示板による提供情報内容（表示内容）の視認できる位置である。 

本サービスにおける情報提供位置は、対向車両情報表示サービスまたは前方停止車両・低速車

両情報表示サービス別に個別に設定する。サービス毎の情報提供位置の考え方は、「２－２－

１ 対向車両情報表示サービス」および「２－２－２ 前方停止車両・低速車両情報表示サー

ビス」に記述した内容と同じである。 

表示板の設置位置は、事象検出開始地点に対向車両情報表示サービス用の表示板を、カーブ

区間の上流側に前方停止車両・低速車両情報表示サービス用の表示板を、用意する必要がある。 

   これらの考え方に基づいた、組み合わせサービスの設備配置例を図 2.2.3-1 に示す。 

  なお図は一般的に用いられる双方向サービスの例である。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 2.2.3-1  組み合わせサービスにおけるサービス区間および配置例 
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(3) 提供情報内容 

 (a) 情報提供手段 

情報提供手段は表示板であり、縦または横 1列 5文字表示を想定している。 

 (b) 提供事象 

  本サービスにおける提供事象は、対向車両の有無の情報、停止車両の存在情報、低速車両

の存在情報、とする。表示内容はそれぞれのサービスと同一である。 

提供事象のない場合は、ドライバーに進路前方が安全であるような誤認識を与えないため、

注意喚起情報として「カーブ注意」「走行注意」「速度注意」等の表示を行う。 

サービスが停止状態にある場合は「調整中」とし、無表示も可能とする。 
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２－２－４ 道路状況把握装置選定の考え方および道路管理への拡張 

 

(1) 道路状況把握装置選定の考え方 

 道路状況把握装置には「可視道路状況把握装置」および「赤外道路状況把握装置」の 2 種類が

ある。各サービスの装置構成の選定にあたっては、目的とするサービスの検出対象事象が検出で

きるように以下の点を考慮して行う。 

(a) 対環境性 

(b) 検出性能 

(c) 必要精度 

 なお対向車両情報表示サービスには超音波車両検出装置を使用することも可能である。 

(2) 道路管理への拡張 

 本システムで導入するサービスは、機能追加をすることにより道路管理システムへ拡張するこ

とができる。 

 

【解 説】 

 

(1) 道路状況把握装置選定の考え方 

 (a) 対環境性 

 設置箇所の環境のもとで、十分な性能を発揮する必要がある。積雪寒冷地域、霧多発地域、

降雨の多い地域など、それぞれの地域の環境条件を考慮して、撮像装置を選択する。 

撮像装置の視程については「３－４環境条件」の表 3.4-1 に示している。 

 (b) 検出性能 

 検出対象の事象が発生する道路交通状況、時間帯、気象環境を考慮した上で、検出性能が

十分に高いことが必要である。また、夜間のヘッドライトの乱反射、デリニエータ等の影響

が大きい現地環境下では十分に注意して撮像装置を選択する。 

 (c) 必要精度 

 検出の精度は、検出対象範囲が撮像装置位置に近いほど良い。撮像装置の配置を密にすれ

ば、監視範囲全域にわたり高精度のシステムを構築できる。しかし、検出対象事象の発生密

度あるいは頻度からみて、過剰な機器配置となる可能性がある。設備の性能と検出対象の精

度および検出対象事象の道路交通への影響度合いを評価した上で、設備構成を選ぶ必要があ

る。 

  
（注）道路状況把握装置の替わりに超音波車両検出装置を用いる場合 

  超音波車両検出装置では自動 2 輪車を検出できないことや、検出範囲が狭いことなど、道路

状況把握装置よりも制約が大きいことがあるので採用にあたっては装置の仕様とサービス要

求条件を確認した上で選定すること。 

なお超音波車両検出装置に用いる検知器についてはＪＨ機電通仕様第 96112 号「交通量計測
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設備標準仕様書」の中の超音波式車両検知器を参照のこと。 

 

(2) 道路管理への拡張 

 

以下の図に概念を示す。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.4-1 サービスの拡張イメージ（道路管理システムとの連携） 

 

   本システムで取得した現場画像や発生事象情報、および設備の正常/異常情報を上位の道路

管理システムに伝送し、取り込むことにより、道路管理に活用できる。 
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第３章 サービスの要件 

 サービスの要件として検知する車両の条件、撮像装置の検知範囲、表示板の表示時間、動作環

境、安全性・信頼性について定義する。 

３－１ 事象検出対象車両 

(1) 対象車両 

対向車両情報表示サービス,前方停止車両・低速車両情報表示サービスの対象とする車両は、

自動車および自動二輪車とする。 

(2) 車両の条件 

サービスで対象とする車両の上限速度、減速度は、設置場所毎の制限速度および実勢速度に

応じて設定する。 

 

 

【解 説】 

 

(1) 対象車両 

検出対象車両の車両区分は、自動車および自動二輪車である。 

 

(2) 車両の条件 

(a) サービスで対象とする車両の上限速度 

サービスは対象とする道路での事故の削減を目的としているため、交通事故統計における

当該死亡事故の危険認知速度データをもとに90%タイル値程度までの速度がカバーされてい

ることが必要である。また悪質な暴走運転についてはサービスの対象としないことから、平

均速度を大幅に超過するような速度は対象外とする。これらの方針に基づき、適用上限速度

の基準値を定める。導入を検討している箇所については個々の条件が異なるため、事故記録

の調査結果や実勢速度の測定結果を参考にし決定する。 

一般的な例としては以下のように考えられる。危険認知速度の 90%タイル値をカバーする

速度とは、ドライバーの感覚に身近な制限速度を基準に採用し制限速度＋30km/h と設定し

た。また危険認知速度の９０％タイル値をカバーする速度は、車種毎に異なると考えられる。

旅客バスでは乗客の安全から規制速度を遵守する傾向が強いことや大型トラックへのスピ

ードリミッタ装着義務の法制化等も決定されており、減速度の低い大型車は＋10km/h 程度

と考えられる。 

以上の考えから表 3.1-1 に基準としての上限速度をまとめる。 

 (b) 減速度 

減速度は、サービスを受ける車両の危険回避動作能力の程度を示す。道路構造令では、視

距として確保する距離を制動停止距離より求めている。この制動停止距離の計算にタイヤと

路面との縦すべり摩擦係数を使用しており、この摩擦係数に重力加速度を乗じたものを減速
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度と定義している。しかし道路構造令で設定している制動停止距離算出に用いている減速度

はドライバーの要素を含んでいない。「情報提供」レベルで用いる減速度は、ドライバーの

制動操作により決まる値として設定することとし、減速車線長の算出に用いる減速度として

は 2.4ｍ/s2 が採用されているので、この値を採用する（ＡＨＳ研究組合で実施した実験デ

ータによると、情報提供位置には関係なく最大減速度は2～4ｍ/s2という結果がでている）。 

なお大型車は（財）日本自動車研究所が実道上で行った実験で以下の結果となっている。 

停止する場合 ：1.0～1.1 ｍ/s2 

停止しない場合：0.9～1.0 ｍ/s2 

これより暫定的に 1.0ｍ／s2とする。 

表 3.1-1 に基準とする上限速度と減速度を合わせて示す。 

  （注） 

   この表の上限速度と減速度を用いて計算した停止距離はトラック類と乗用車類で異なるが、  

  導入箇所の事故類型等をもとに適切な方を選択する。 

 

       表 3.1-1  基準とする上限速度と減速度 

 

車両区分 種  別 適用上限速度 減速度 備  考 

大型自動車および 

政令大型自動車のトラ

ック 

制限速度： 

＋10km/h 程度、 

ただし上限は 

90km/h 程度 

１m/s2 

(注 1) 

スピードリミッタ対

象車種 

（注２） 

トレーラ／バス／

トラック 

バスを含む上記以外 

（ただし、普通自動車の

トラックを除く） 

特殊自動車 全て 

制限速度： 

＋10km/h 程度 

１m/s2 

(注 1) 

 

乗用車／自動2輪車 普通自動車および 

普通自動車分類となる

トラックを含む全て 

制限速度： 

＋30km/h 程度 

２.4m/s2 

(注 1) 

 

（注１）仮設定値とする。 

（注２）スピードの上限が規制されている車両 
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３－２ 撮像装置の検出範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 

(1) 対向車両 

 対向車両の検出可能範囲は撮像装置の設置高さが８～１０ｍの場合、対面方式で検出する場

合片側 1 車線、対面２車線または片側２車線、対面１車線の計３車線である。片側車線だけを

検出する場合は 3 車線である。長さ方向は自動車の場合 30～110ｍの 80m 区間、自動２輪車の

場合 30～70m の 40m 区間である。 

実際の検知領域は現場の道路形状に合わせ、検出可能範囲を超えない範囲で設定する。 

図 3.2-1 に検知領域を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1  対向車両の検知領域 

 

 

 

撮像装置 1台による検出対象物の監視可能範囲を設定する。 

撮像装置の設置高さが８～１０ｍの場合直線道路での監視範囲は以下となる。 

(1)  対向車両 

自動車は３車線に渡り 80ｍ区間、 

自動２輪車は３車線に渡り 40ｍ区間とする。 

(2)  前方停止車両・低速車両 

自動車は３車線に渡り 80ｍ区間、 

自動２輪車は３車線に渡り 40ｍ区間とする。 

 

カメラ視野下限位置ｍ） 

カメラ視野上限位置 

車両進行方向 

車両 

検出可能範囲 



  

21 

(2) 前方停止車両・低速車両 

   前方停止車両・低速車両の道路状況把握設備による検出範囲は車両後方から行い、下図に示

すように撮像装置の設置高さが８～１０ｍの場合、幅 3 車線、長さ 30～110ｍの 80m 区間であ

る。自動 2輪車は長さ 30～70ｍの 40m 区間である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-2  道路状況把握設備の検出範囲 

 

    

    

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ｔ Ａ Ｘ Ｉ 

検出 
範囲 

撮像装置 

設置高さ 

 ８～10ｍ 

110ｍ 

30ｍ 
０ｍ 
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３－３ 情報提供保持時間 

表示板による情報表示を保持する時間長を、情報提供保持時間として設定する。 

情報提供保持時間は、検出した事象が短時間で終わっても、ドライバーが表示板の内容を判読、

判断、反動するために必要とする時間である。 

 

 

【解 説】 

 

道路状況把握設備は、対向車両情報や停止・低速車両情報をリアルタイムで検出している。事

象の発生から解消までの時間は非常に短いことがある。 

一方、情報提供を受取るドライバーは、表示板に表示された情報を判読するための判読所要時

間、操作判断を行うための判断時間、判断した内容に基づき行動するための反動時間を必要とす

る。 

そこで、検出された事象の存続時間が短時間であっても、ドライバーが表示板の内容を判読、

判断、反動するために必要な時間（例えば、５文字１段表示表示板の場合では合計で約 3.2 秒）

以上の間、表示内容を保持することにより、ドライバーの判読・反応（判断＋反動）時間を確保

し、提供情報のちらつきによるドライバーの混乱を避ける。 

 

(1) 判読所要時間 

判読所要時間は、表示板文字数により設定する。文字数Ｍと判読所要時間ｔの関係を概略

3.3-1 式によって与えている。〔出典：道路情報表示装置Ａ型電光式表示機仕様書・同解説（昭

和 60年 7月）社団法人建設電気技術協会〕 

 

    t=0.13Ｍ［ｓ］                           (式 3.3-1) 

 

これより 5文字の場合は 

判読所要時間＝５文字（５文字１段の表示板の場合）×0.13ｓ＝0.65ｓ 

 

(2) 反応時間 

反応時間は、判断時間を 1.5 秒、反動時間を 1.0 秒として合計 2.5 秒とした。 

この数値は、ＡＡＳＨＴＯ（米国運輸道路技術者協会）および道路構造令を準用した。 

 

(3) 情報提供保持時間 

対向車両情報表示サービス及び前方停止車両・低速車両サービスのそれぞれの事象検出時

間に応じ情報提供時間が決まるが、チラツキを押さえるため最低限の情報提供保持時間を式

3.3-6 で与える。これはサービスの内容にかかわらない。 
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最低情報提供保持時間＝判読所要時間＋反応時間 (式 3.3-6) 

＝0.65＋2.5 

＝3.15ｓ 
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３－４ 環境条件 

対向車両情報表示サービス、前方停止車両・低速車両情報表示サービスの運用に適用する気象

条件は、以下のように定める。 

・風速  ：25m/s 以下 

・時間雨量：30mm/h 以下 

・霧視程 ：800m 以上 

・雪視程  ：1000m 以上 

 

【解 説】 

 

「風速：25m/s 以下、時間雨量：30mm/h 以下、霧視程：800m 以上、雪視程：1000m 以上」をサ

ービス運用の気象条件とする。 

本条件は、撮像装置の検知性能に関わるものであり、可視撮像装置を前提として定めた。 

ただし、地域条件を考慮して、通年における風速、時間雨量の上限値が上記の自動車専用道路で

の通行止めの条件を下回る場合には、緩和した数値を用いても良い。一方、積雪寒冷地の地吹雪

等がしばしば発生する地域では、環境条件は個別に設定する必要がある。 

 

 

〔参考〕道路状況把握設備の実際の対環境特性 

これまでの研究成果として得た各道路状況把握設備の実際の対環境特性を、表 3.4-1 に示す。 

いずれの設備についても、自動車を対象として、検出区間の中間地点で車両を検出する場合の特

性である。 

 

表 3.4-1  設備毎の対環境特性 

環境条件 項 目 

 

設 備 

雨 

(降雨強度) 

霧 

(視程) 

雪 

(視程) 

可視 30mm/h 以下 800m 以上 1000m 以上 

赤外 50mm/h 以下 200m 以上 500m 以上 
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３－５ システムの性能、信頼性 

 ３－５－１ システム性能 

路側設備の動作時間を最大 500ms に設定する。全体の目標値として設定した 500ms を、路側設

備を構成する設備毎に以下のように配分する。 

・道路状況把握設備：100ms 

・IS 路側処理設備  ：100ms 

・情報表示設備  ：300ms 

 

 

【解 説】 

 

道路状況把握設備は検知周期 100ms、IS 路側処理設備はサービス周期 100ms の性能とする。 

情報表示設備の表示更新時間 300ms は、表示板での提供情報を更新するために必要とする時間で

ある。 
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 システムの安全性、信頼性目標値は表 3.5.2-1 のとおりとする。 

表 3.5.2-1 システムと設備の安全性・信頼性目標値 

 安全度［％］ システム稼働率［％］ サービス稼働率［％］ 

システム全体 95.0 以上 99.0 以上 95.0 以上 

道路状況把握設備 96.0 以上 99.8 以上 96.0 以上 

IS 路側処理設備 99.9 以上 99.8 以上 99.8 以上 

情報表示設備 99.9 以上 99.8 以上 99.8 以上 

 

 安全度＝１－ 

 

  （注）総機会数：サービス提供時間における危険な事象の提供すべき回数  

 

システム稼動率＝ 

 

３－５－２ 安全性と信頼性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  サービス稼動率＝  

 

 

 

 

 【解  説】 

 

(1) 安全度目標値の設定 

(a) 道路状況把握設備の安全度目標値 

東名高速道路足柄サービスエリアにおける実験の結果（未検出の発生は約４％）をもとに、

道路状況把握設備の安全度目標値 96.0％以上と設定する。 

(b) IS 路側処理設備の安全度目標値 

IS 路側処理設備は一般の情報処理設備である。したがって、危険な故障とは、ソフトウ

ェアの障害（バグ）とハードウェアの部分的な故障である。IS 路側処理設備に使用するハ

ードウェアは、プロセスの管理・制御を目的とする工業用計算機を使用するため、ソフトウ

ェアの障害とハードウェアの部分的な故障の発生確率は、初期の調整を完了した後は極めて

小さい。また、IS 路側処理設備に障害が発生した場合、情報表示設備がこれを検出して、

サービス停止情報をドライバーに提供する。これにより、IS 路側処理設備に対するフェー

ルセーフ対策としている。したがって、IS 路側処理設備の安全度は、設備単独の安全度と

して目標設定が可能である。これらのことから、IS 路側処理設備の安全度目標値を 99.9％

以上に設定した。 

(c) 情報表示設備の安全度目標値 

表示板が無表示となり故障発生と故障状態がドライバーに伝わらない状態が重なったと

きに危険な状態が発生する。表示板が無表示となるような故障の原因は、停電、ケーブル切

サービス提供時間 

サービス提供すべき時間 

サービス提供時間＋サービス断念時間 

サービス提供すべき時間 

総機会数 

危険な事象を検知・伝達できない回数 
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断、発光素子等の故障が考えられる。 

既設表示板の故障実績は一年間に６時間程度であり、この実績から安全度目標値は99.9％

以上に設定した。 

(d) システム全体の安全度目標値 

(a)～(c)項の各設備を組み合わせた全体システムの安全度目標値は、上記の個別目標値

の積である。したがって、システム全体の安全度目標値は 95.0％以上となる。 

 

 

(2) システム稼働率目標値の設定 

各設備の稼働率は、故障時間と保守休止時間の許容値から求まる。設備ごとの故障時間およ

び保守休止時間は、設備製作メーカのこれまでの経験値を元に設定し、それに基づいて稼働率

を設定した。 

(a) 道路状況把握設備のシステム稼働率目標値 

道路状況把握設備では、年間の修理時間を含めた故障時間を 11.5 時間まで、保守休止時

間を６時間まで許容する。したがって、システム稼働率目標値を 99.8％以上と設定する。 

(b) IS 路側処理設備のシステム稼働率目標値 

IS 路側処理設備では、年間の修理時間を含めた故障時間を６時間まで、保守休止時間を

８時間まで許容する。したがって、システム稼働率目標値を 99.8％以上と設定する。 

(c) 情報表示設備のシステム稼働率目標値 

情報表示設備では、年間の修理時間を含めた故障時間を６時間まで、保守休止時間を８時

間まで許容する。したがって、システム稼働率目標値を 99.8％以上と設定する。 

(d) システム全体のシステム稼働率目標値 

(a)～(c)項の各設備を組み合わせた全体システムのシステム稼働率目標値は、上記の個別

目標値の積である。したがって、システム全体のシステム稼働率目標値は 99.0％以上とな

る。 

 

(3) サービス稼働率目標値の設定 

(a) 道路状況把握設備のサービス稼働率目標値 

道路状況把握設備は平成 13 年の東名高速道路足柄サービスエリアでの実験の結果をもと

に、構造物の影、西日による逆光などの影響によるサービス断念時間を年間 278 時間まで許

容する。したがって、システム稼働率目標値を 96.0％以上と設定する。 

(b) IS 路側処理設備のサービス稼働率目標値 

IS 路側処理設備は機械故障、保守休止時間以外にサービスを停止する要因はないので、

システム稼働率と同じ数値となる。これにより稼働率目標値を 99.8％以上と設定する。 

(c) 情報表示設備のサービス稼働率目標値 

情報表示設備は機械故障、保守休止時間以外にサービスを停止する要因はないのでシステ

ム稼働率と同じ数値となる。したがって、稼働率目標値を 99.8％以上と設定する。 

(d) システム全体のサービス稼働率目標値 

(a)～(c)項の各設備を組み合わせた全体システムのサービス稼働率目標値は、上記の個別 
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目標値の積である。したがって、システム全体のサービス稼働率目標値は 95.0％以上と

なる。 

 

(4) システムの安全性サービスの設定 

(a) 注意喚起情報表示 

通常、見通し不良カーブ内の停止・低速車両の発生頻度は少なく、表示板に情報を提供す

る頻度は低い。しかしながら、当該カーブを初めて走行する車両へは「急なカーブである旨

の情報提供が望ましい」。 また、当該カーブを日常的に走行する車両の場合は、保守点検

やシステム故障時等に表示が無い場合、停止低速車両無しと誤解される恐もある。 

上記の観点から、停止低速車両などの事象が発生しない場合も「カーブ注意」などの「注

意喚起情報」を表示することで、初めて走行する車両への注意喚起と、保守時や故障時の「無

表示」あるいは「調整中」表示等により日常的に走行する車両へのサービス停止（異常）認

知を図ることが可能となる。 
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〔参考１〕道路状況把握装置の長期評価データ 

 

(1) 実験場所 

(a) 施設名 

足柄サービスエリア 観測小屋 

(b) 路線名および区間 

東名高速道路 大井松田 IC～御殿場 IC 間 下り車線 
 

実験場所情報 

地点 東名高速道路足柄ＳＡ付近下り車線  81.09KP 地点 

車線数 ３車線、夜間照明として水銀灯あり 

方位 西南西（撮像装置の向き） 

舗装状態 排水性舗装 

交通状況 

交通量 約４万台／平日（片側、断面） 

大型車混入率 約５０％／平日 

 

 
(2) 実験期間 

  平成 14 年 4 月～平成 15年 1月 

 

(3) 実験結果 

 

表 参考１－１ 道路状況把握装置の安全度（検出率２） 通年 
検出率（検出率２）（％） 

晴れ／曇り 雨 雪 
 

昼間 薄暮 夜間 昼間 昼間 

可視 
98.1% 98.4% 98.8% 97.9% 92.8% 

赤外 
98.4% 99.5% 99.5% 99.8% 98.3% 

備考 通過台数 
5100 台 

通過台数 
880 台 

通過台数 
700 台 

通過台数 
900 台 

通過台数 
180 台 

 

■ 安全率（検出率 2）算出方法 

安全率（検出率 2）の定義は以下とする。 

 

（安全率）＝（撮像装置検出台数―多重検出台数―誤検出台数） 

／（リファレンス台数―シャドウイング台数）×100  （％） 
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■ 上記の算出をするため、以下の手順で取得データを解析する。 

① 各撮像装置の全計測データとリファレンスの全計測データ、ビデオ映像から撮像装置全計

測データのうち多重検出、誤検出、シャドウイングがリファレンス設置位置で起こってい

るパターンを抽出する。 

② 多重検出、誤検出、シャドウイング台数をカウントし、上記の式にあてはめ、安全率を算

出する。 
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〔参考２〕事象検出機能の信頼性評価データ 

 

(1) 実験の概要 
 神奈川県小渕地区において、道路状況把握装置を用いた事象検出機能の信頼性評価を行っ 

 た結果を報告する。この地区はカーブの曲率が小さく既存の処理では検出困難なため、アルゴ 

 リズムを改良した道路状況把握装置を用いて行った。 
  

(2) 実験地区の特徴 

国道２０号の神奈川県藤野町小渕地区は、山梨県との県境に近い山間部であり、曲線半径２

０ｍ～３０ｍのカーブが連続する区間である。交通量は約１万台／日で、大型車混入率が 24.8%

であるものの、週末の迂回交通があることから、一般交通との混雑が起きやすい状況にある。

また、地形上の制約からカーブ部の幅員が十分でなく、大型車のはみ出しも頻繁に発生してい

る。図参考 2-1 に小渕地区の道路線形を示す。 

 

   

 

 

               図 参考 2-1 小渕地区の道路線形 
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(3) 実験結果 

 

(a) 対象事象 

    検出対象とする事象を表参考 2-1 に、事象の判定条件を表参考 2-2 に示す。 

表 参考 2-1 対象事象 

対象事象 検出センサ 

対向車両 超音波式センサによる検出（注） 

停止車両、低速車両 道路状況把握装置（可視カメラ映像を画像処理）による検出 

※検出対象は本線のみであり、上り車線のバス停付近に停止する車両は対象外である。 

（注）超音波式センサを採用した例であるが、道路状況把握装置でも構成できる。 

表 参考 2-2 事象判定条件 

対象事象 速度 判定時間 

停止車両 0km/h 3 秒以上 

低速車両 10Km/h 以下 3 秒以上 

 

(b) 評価結果 

  (ｲ)対向車両の検出性能 

    超音波式センサによる対向車両の検出性能を表参考 2-3 に示す。 

表 参考 2-3 事象検出率 

対象事象 センサ名称 全体事象数 正検出 未検出 誤検出 事象検出率 

超音波式センサ 1 １００件 ９８件 ０件 ２件 ９８％ 
対向車両 

超音波式センサ 2 １００件 ９７件 ０件 ３件 ９７％ 

   （注）事象検出率は、対向車両の車両検出率を示す。 

  (ﾛ)停止車両、低速車両の検出性能 

    可視カメラによる停止車両、低速車両の検出性能を表 参考 2-4 に示す。 

表 参考 2-4 事象検出率 

対象事象 全体事象数 正検出 未検出 事象検出率 誤検出数 

停止車両 １１３件 １０６件 ７件 ９３．８％ １．１件／日 

低速車両 ２０４件 １８７件 １７件 ９１．７％ ０．６件／日 

※評価期間：１１日間 

      ２００２年１２月１２日、１２月１３日の２日間 

      ２００３年２月１３日、２月１４日を含む計９日間 

※実際の車両速度が不明であるため、あらかじめ決めた距離を走行した時間を手動

で計測し、その時間により算出した速度を基に低速車両と判断した。 

※事象検出率は設計目標値 96%を若干未達であるが、小渕地区においてはカーブ曲

率が R20 と急カーブであり道路幅員も狭いため停止・低速車両がカメラ手前の大型

車両に隠れたり、計測範囲外の路肩部に車両が停止することにより検出率が低下し

ている。 

    （注）全体事象数は真の事象数を表し、正検出数＋未検出数となる。誤検出数は、未発

生事象であるが、太陽光の影等を誤検出した安全側事象誤検出数を表す。 
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  第４章 サービスの機能 

 

４－１ 対向車両情報表示サービス 

４－１－１ サービスのシナリオ 

対向車両情報表示サービスは、カーブ区間に進入する車両に対して、前方のカーブ区間内です

れ違う可能性のある対向車両に関する情報を提供するサービスである。 

ドライバーは、路側の表示板からの対向車両情報を認識し減速する、あるいは対向車線にはみ

出さないなどの対向車両の存在を相互に意識した安全な走行を行うことができる。 

 

【解 説】 

 

対向車両情報表示サービスのシナリオを図 4.1.1-1 に示す。以下の例は、見通しの悪いカーブ

区間に本サービスを導入した場合に、どのようにサービスを行うかを示すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.1-1  対向車両情報表示サービスのシナリオ 

 

表示板は、サービスを提供している領域内のカーブ区間に進入する車両に対して、前方のカー

ブ区間ですれ違う可能性のある対向車両に関する情報を提供する（図4.1.1-1①）。ドライバーは、

路側の表示板からの対向車両情報を認識し（図 4.1.1-1②）、減速する、あるいは対向車線にはみ

出さないといった、対向車両の存在を意識した安全走行のための操作を行う（図 4.1.1-1③）。 

 

 

  

対向車両 

①路側：対向車両に関する情報を提供する。 

③ドライバー：減速操作を行う。 

②ドライバー：対向車両情報を認識する。 

サービス 

対象車両 
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４－１－２ サービスを実現するために必要な機能 

対向車両情報表示サービスを実現するために要求される必要な機能は、以下のとおりである。 

・道路状況把握機能 

・道路状況情報表示機能 

・システム管理機能 

 

【解 説】 

 

サービスのシナリオを実現するために必要な機能動作は、対向車両に関する情報を提供するこ

とである。 

対向車両に関する情報を提供するためには、車道部の状況を監視し、対向車両の有無を検知す

る機能、路側の表示板からサービス対象車両に対して、対向車両の情報を表示・提供する機能が

必要である。 

また、上記シナリオから抽出される機能以外に、システム全体を管理する機能（システム管理

機能）も必要となる。この機能は、サービス提供地点において実行されるものと、サービス提供

地点から離れた場所において実行されるものの２通りを考える必要がある。ここで抽出した機能

の路車分担を図 4.1.2-1 に示す。この場合、サービス対象車両では機能を持たず、路側から直接

ドライバーにサービスを提供することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2-1  対向車両情報表示サービスの路車機能分担 

 

 

路側 サービス対象車両 

（車両） 

 

 

ドライバー 道路状況把握機能 

道路状況情報表示機能 
 

システム管理機能 
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４－１－３ サービスを実現するために必要な機能の詳細化 

対向車両情報表示サービスを実現するために必要な機能は、以下のとおりである。 

(1) 道路状況把握機能 

(a) 道路状況監視機能 

(b) 対向車両抽出機能 

(2) システム管理機能 

(a) 機器状態監視機能 

(b) データ管理機能 

(c) システム制御機能 

(d) 事象管理機能 

(e) 表示情報作成機能 

(3) 道路状況情報表示機能 

(a) 情報表示機能 

 

【解 説】 

「４－１－２ サービスを実現するために必要な機能」で抽出したサービスを実現するために

必要な路側の機能を細分化すると以下のようになる。 

(1) 道路状況把握機能 

   設置した道路区間の事象を監視し、対向車両を抽出する機能である。 

(a) 道路状況監視機能 

車道部の状況を監視する機能 

(b) 対向車両抽出機能 

・監視範囲に存在する個々の自動車、自動二輪車をリアルタイムに検出する機能 

・検出した個々の車両をリアルタイムに追跡し、自動車および自動二輪車の進行方向、速度

を計測する機能 

・計測した車両の進行方向から、対向車両の事象を判定する機能 

・検出した事象をシステム管理機能へ伝達する機能 

 

(2) システム管理機能 

    システムを稼動させるための機能(a)～(c)と検知した情報を用いて提供する情報を選択・管

理する機能(d)～(e)がある。 

(a) 機器状態監視機能 

システムを構成する機器の状態を監視する機能 

・システム構成機器の状態（正常、故障等）を監視する。 

・異常発生時は、「調整中」等を表示して、システムを停止する。 

・ログに機器状態の変化（故障、復帰等）を記録する。 
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(b) データ管理機能 

以下の機能を有する。 

・パラメータ管理機能 

・ログ管理機能 

(c) システム制御機能 

システムの開始、停止を制御する機能 

(d) 事象管理機能 

・検出事象を受信する機能 

・受信した情報から対抗車両を抽出する機能   

・抽出した対抗車両事象情報から表示内容「対向車あり」を作成する機能。     

(e) 表示情報作成機能 

・表示時間算出機能 

  対向車両情報を受けると表示開始を行い、抽出した事象の位置と速度をもとに表示板設置

位置に達するまでの時間を算出し表示切り替え（注意喚起情報に切り替え）までの時間を

決定する機能。時間の算出は次式で与えられる。 

 

   

   表示時間＝ 

 

事象表示中に更に事象を検出した場合は、あとの事象を元に切り替え（注意喚起情報に切

り替え）までの時間を算出する。表示時間としては最初に検出した時から表示を行い、後

に検出した対向車両の表示板までの到達予測時間まで、表示時間の延長を行う。  

3-3 で示した情報提供保持時間を含め、表示時間のフローを図 4.1.3-1 に示す。 

・適切な表示データ形式に変換し、表示情報を伝達する機能 

 

 (3) 道路状況情報表示機能 

(a) 情報表示機能 

・表示情報を受信する機能 

・対向車両情報および注意喚起情報を表示する機能 

 

事象検出から表示までの処理の全体フローを（運用・管理部分を除く）図 4.1.3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対向車両位置―表示位置 

対向車両速度 
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図 4.1.3-1 表示時間の算出フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

事象検出 

事象表示開始 

「対向車あり」 

表示時間計算： 

対向車両位置―表示板位置 

   対向車両速度 

3.15 秒以下か 

事象表示終了 

（注意表示に切替） 

NO 

3.15 秒までカ

ウントする。 

YES 

事象を追加検出

したか？ 

表示時間を再計算

する。 

N0 

YES 
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・事象情報抽出機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.3-2  事象検出から表示までの処理フロー 

(1)道路状況把握機能 

（事象の取得） 

(2)システム管理機能 

（表示情報の作成） 

(3)情報表示機能 

（道路状況の情報表示） 

(a)道路状況監視機能 

(b)対抗車両抽出機能 

・ 車両検出、速度算出機能 

・事象判定機能 

・ 検出事象伝達機能 

(d)事象管理機能 

・ 検出事象受信機能 

・事象情報抽出機能 

・ 表示内容作成機能 

(e)表示情報作成機能 

・ 表示時間算出機能 

・ 表示情報伝達機能 

表示情報受信機能 

事象、注意喚起情報表示機能 
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４－２ 前方停止車両・低速車両情報表示サービス 

４－２－１ サービスのシナリオ 

前方停止車両・低速車両情報表示サービスは、サービス提供区間に進入した車両に対して、前

方の見通し不良区間に存在する停止車両・低速車両に関する情報を提供する。ドライバーは、路

側からの停止車両・低速車両情報を認識し判断して、停止車両・低速車両との衝突を避けるため

回避操作を行う。 

 

【解 説】 

 

前方停止車両・低速車両情報表示サービスのシナリオを図 4.2.1-1 に示す。図 4.2.1-1 は、本

サービスを適用する代表的な道路区間である見通しの悪いカーブ部に、本サービスを導入した場

合に、どのようにサービスを行うかを示すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1-1  前方停止車両・低速車両情報表示サービスのシナリオ 

 

路側のシステムは、サービスを提供している領域に進入したサービス対象車両に対して、前方

の見通しの悪い部位に存在する停止車両・低速車両に関する情報を提供する（図 4.2.1-1①）。ド

ライバーは路側の表示板からの停止車両・低速車両情報を認識し（図 4.2.1-1②）、停止車両・低

速車両との衝突を避けるため回避操作を行う（図 4.2.1-1③）。 

 

サービス 

対象車両 

停止車両・低速車両 

①路側：停止車両・低速車両に関

する情報を提供する。 
③ドライバー：回避操作を行う。 

②ドライバー：停止車両・低速車両

情報を認識する。 
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４－２－２ サービスを実現するために必要な機能 

前方停止車両・低速車両情報表示サービスを実現するために必要な機能は、以下のとおりであ

る。 

・道路状況把握機能 

・道路状況情報表示機能 

・システム管理機能 

 

【解 説】 

 

サービスのシナリオを実現するために必要な機能は、停止車両・低速車両に関する情報を提供

することである。 

停止車両・低速車両に関する情報を提供するためには、車道部の状況を監視し停止車両・低速

車両の発生を検知する機能、路側の表示板からサービス対象車両に対して停止車両・低速車両の

情報を表示・提供する機能が必要である。 

また、上記シナリオから抽出される機能以外に、システム全体を管理する機能（システム管理

機能）も必要となる。この機能は、サービス提供地点において実行されるものと、サービス提供

地点から離れた場所において実行されるものの２通りを考える必要がある。ここで抽出した機能

の路車分担を図 4.2.2-1 に示す。この場合、サービス対象車両では機能を持たず、路側から直接

ドライバーにサービスを提供することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4.2.2-1  前方停止車両・低速車両情報表示サービスの路車機能分担 

 

 

 路側 サービス対象車両 
（車両） 

 
 
ドライバー道路状況把握機能 

道路状況情報表示機能 

システム管理機能 
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４－２－３ サービスを実現するために必要な機能の詳細化 

前方停止車両・低速車両情報表示サービスを実現するために要求される必要な機能は以下のと

おりである。 

(1) 道路状況把握機能 

(a) 道路状況監視機能 

(b) 停止車両・低速車両抽出機能 

(2) システム管理機能 

(a) 機器状態監視機能 

(b) データ管理機能 

(c) システム制御機能 

(d) 事象管理機能 

(e) 表示情報作成機能 

(3) 道路状況情報表示機能 

(a) 情報表示機能 

 

【解 説】 

「４－２－２ サービスを実現するために必要な機能」で抽出したサービスを実現するために

必要な機能を細分化すると以下のようになる。 

(1) 道路状況把握機能 

設置した道路区間の事象を監視し、停止車両、低速車両を抽出する機能である。 

(a) 道路状況監視機能 

   車道部の状況を監視する機能。 

(b) 停止車両・低速車両抽出機能 

  ・監視範囲に存在する個々の自動車、自動二輪車をリアルタイムに検出する機能 

   ・検出した個々の車両をリアルタイムに追跡し、自動車および自動二輪車の速度を計測する 

  機能 

・計測した車両の速度から、停止車両、低速車両の事象を判定する機能 

・検出した事象をシステム管理機能へ伝達する機能 

 

(2) システム管理機能 

システムを稼動させるための機能(a)～(c)と検知した情報を用いて提供する情報を選択・管

理する機能(d)～(e)がある。 

(a) 機器状態監視機能 

システムを構成する機器の状態を監視する機能 

・システム構成機器の状態（正常、故障、カメラ性能低下等）を監視する。 

・異常発生時は、「休止中・調整中」等を表示して、システムを停止する。 
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・ログに機器状態の変化（故障、復帰等）を記録する。 

(b) データ管理機能 

以下の機能を有する。 

・パラメータ管理機能 

・ログ管理機能 

(c) システム制御機能 

システムの開始、停止を制御する機能 

(d) 事象管理機能 

・検出事象を受信する機能 

・受信した情報から停止車両・低速車両を抽出する機能   

・抽出した停止車両・低速車両の事象情報から各事象に応じた表示内容を作成する機能。 

     停止車両を検出した場合は「停止車あり」、低速車両を検出した場合は「低速車あり」の

表示内容を作成する。 

(e) 表示情報作成機能 

  ・停止車両・低速車両情報を管理し、適切な表示データ形式に変換し、伝達する機能。 

・表示タイミング及び優先表示選択機能 

表示タイミングは事象を検出した時点で事象表示を行い、事象が検出されなくなった時点

で注意喚起情報に切り替える。 

検出事象表示中に新たな事象が検出された場合、または同一タイミングで２つの事象が検

出された場合は「停止車あり」の表示を優先する。 

 

具体的には次の 3 通りが考えられる。 

①同一事象、例えば停止車両検出中に新たな停止車両を検出する、または低速車両検出中

に新たな低速車両を検出した場合は同一表示を事象が消失するまで表示する。 

②停止車両検出中に低速車両が検出された場合は重大事故につながる可能性の有る停止

車両表示を優先し、停止車両が検出されなくなるまで「停止車あり」の表示を行う。停

止車両が無くなった後、まだ低速車両が存在する場合は「低速車あり」表示に切り替え

る。 

③低速車両検出中に停止車両が検出された場合は、重大事故につながる可能性の有る停止

車両表示を優先し最低の情報提供保持時間表示後「停止車あり」の表示に切り替える。

停止車表示の最低情報提供保持時間表示後、停止車両が無くなった後も低速車両が存在

する場合は「低速車あり」表示に切り替える。 

    

上記の優先表示および 3-3 項でしめした情報提供保持時間も含め、表示のフローを図

4.2.3-1 に示す。 

 

(3) 道路状況情報表示機能 

(a) 情報表示機能 

  ・表示情報を受信する機能   

・停止車両・低速車両情報および注意喚起情報を表示する機能。 
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事象検出から表示までの処理のフロー（運用・管理部分除く）を図 4.2.3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

図 4.2.3-1 表示時間及び表示の優先度のフロー図 

 

 

 

事象検出 

事象表示開始 

3.15 秒以下か 

3.15 秒までカウ

ント 

事象検出終了後 

事象表示終了 

Yes 

次の表示へ切り替え 

（低速から停止への 

切り替え又は注意表示） 

No 

再検出したか 

Yes 

①同一事象を検出 ②停止車両検出

中に低速車両を

検出 

③低速車両検出中

に停止車両を検出 
No 

表示変更せず。 
表示変更せず 

（停止車のまま） 
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事象情報抽出機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-2  事象検出から表示までの処理フロー 

（１）道路状況把握機能 

（事象の取得） 

(2)システム管理機能 

（表示情報の作成） 

(3)情報表示機能 

（道路状況の情報表示） 

(a)道路状況監視機能 

(b)停止車両・低速車両抽出

機能 

・ 車両検出、速度算出機能 

・ 事象判定機能 

・ 検出事象伝達機能 

(d)事象管理機能 

・ 検出事象受信機能 

・ 事象情報抽出機能 

・ 表示内容作成機能 

(e)表示情報作成機能 

・表示情報選択機能 

・表示情報伝達機能 

表示情報受信機能 

事象、注意喚起情報表示機能 
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４－３ 組み合わせサービス 

４－３－１ サービスのシナリオ 

組み合わせサービスでは、対向車両情報表示サービスと前方停止車両・低速車両情報表示サー

ビスを同一区間に設置して提供するサービスである。 

組み合わせサービスで提供する事象は、対向車両の有無、停止車両の存在、低速車両の存在で

ある。対向車両の有無、停止車両・低速車両の存在は独立に検出し、該当事象の情報をそれぞれ

のサービスに対応した表示板に提供する。 

 

【解 説】 

 

組み合わせサービスのシナリオを図 4.3.1-1 に示す。 

図 4.3.1-1 は、見通しの悪いカーブ部に組み合わせサービスを導入した場合に、どのように行う

かを示したものである。 

情報表示の提供順序の考え方は、サービス対象車両の自車線上の情報かつ時間的に直近の情報

を最優先とする。具体的には自車線上の事象である停止車両・低速車両情報を対向車線情報より

先に提供する。さらに停止車両・低速車両情報の中でも時間的に近い（すなわち自車と事象間に

速度差の大きい）停止車両情報が優先される。したがってここの表示板はこの順序で配置するこ

とを基本とするが、設置箇所固有の事故実態により現地にて個別に優先順位を定めることは有効

である。 
 

(1) サービスの提供シナリオ 

路側からは、サービスを提供している領域に進入した車両に対して、前方の見通しの悪い部

位に存在する停止車両・低速車両に関する情報を提供する（図 4.3.1-1①）。ドライバーは路

側からの停止車両・低速車両情報を認識し（図 4.3.1-1②）、停止車両・低速車両との衝突を

避けるため回避操作を行う（図 4.3.1-1③）。 

前方のカーブ区間に存在する対向車両に関する情報を提供する（図 4.3.1-1④）。ドライバ

ーは路側からの対向車両情報を認識し（図 4.3.1-1⑤）、減速する、あるいは対向車線にはみ

出さないといった、対向車両の存在を意識した安全走行のための操作を行う（図 4.3.1-1⑥）。 
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図 4.3.1-1  組み合わせサービスのシナリオ 

サービス
対象車両

停止車両・低速車両

対向車両

①路側：停止車両・低速車両に関する
　　　　情報を提供する。
②ドライバー：停止車両・低速車両情
　　　　　　　報を認識する

③ドライバー：回避操作を行う。

④路側：対向車両に関する情報
　　　　提供する。
⑤ドライバー：対向車両情報を
　　　　　　　認識する。

⑥ドライバー：減速操作を行う。

サービス
対象車両

停止車両・低速車両

対向車両

①路側：停止車両・低速車両に関する
　　　　情報を提供する。
②ドライバー：停止車両・低速車両情
　　　　　　　報を認識する

③ドライバー：回避操作を行う。

④路側：対向車両に関する情報
　　　　提供する。
⑤ドライバー：対向車両情報を
　　　　　　　認識する。

⑥ドライバー：減速操作を行う。



  

47 

４－３－２ サービスを実現するために必要な機能 

組み合わせサービスを実現するために必要な機能は、以下のとおりである。 

・道路状況把握機能 

・道路状況情報表示機能 

・システム管理機能 

 

【解 説】 

 

サービスのシナリオを実現するために必要な機能は、対向車両に関する情報および停止車両・

低速車両に関する情報を提供することである。 

対向車両に関する情報および停止車両・低速車両に関する情報を提供するためには、車道部の

状況を監視し対向車両および停止車両・低速車両を検知する機能並びに路側からサービス対象車

両に対して、対向車両および停止車両・低速車両に関する情報を提供する機能が必要である。ま

た、ドライバーに対向車両および停止車両・低速車両に関する情報を表示・提供する機能（道路

状況情報表示機能）が必要となる。 

また、上記シナリオから抽出される機能以外に、システム全体を管理する機能（システム管理

機能）も必要となる。この機能は、サービス提供地点において実行されるものと、サービス提供

地点から離れた場所において実行されるものの２通りを考える必要がある。ここで抽出した機能

の路車分担を図 4.3.2-1 に示す。この場合、サービス対象車両では機能を持たず、路側から直接

ドライバーにサービスを提供することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2-1  組み合わせサービスの路車機能分担 

 

 

路側 サービス対象車両 

（車両） 

 

 

ドライバー 道路状況把握機能 

道路状況情報表示機能 
 

システム管理機能 



  

48 

４－３－３ サービスを実現するために必要な機能の詳細化 

組み合わせサービスを実現するために必要な機能を詳細化すると、以下のとおりである。 

(1) 道路状況把握機能 

(a) 道路状況監視機能 

(b) 対向車両抽出機能 

(c) 停止車両・低速車両抽出機能 

(2) システム管理機能 

(a) 機器状態監視機能 

(b) データ管理機能 

(c) システム制御機能 

(d) 事象管理機能 

(e) 表示情報作成機能  

(3) 道路状況情報表示機能 

(a) 情報表示機能 

 

 

【解 説】 

 

「４－３－２ サービスを実現するために必要な機能」で抽出したサービスを実現するために

必要な機能を細分化すると以下のようになる。 

(1) 道路状況把握機能 

(a) 道路状況監視機能 

車道部の状況を監視する機能 

(b) 対向車両抽出機能 

     監視した結果から対向車両を検出する機能 

(c) 停止車両・低速車両抽出機能 

監視した結果から停止車両・低速車両を検出する機能 

 

(2) システム管理機能 

(a) 機器状態監視機能 

  システムを構成する機器の状態を監視する機能 

・システム構成機器の状態（正常、故障、カメラ性能低下等）を監視する。 

・異常発生時は、「調整中」等を表示して、システムを停止する。 

・ログに機器状態の変化（故障、復帰等）を記録する。 

(b) データ管理機能 

以下の機能を有する。 
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・パラメータ管理機能 

・ログ管理機能 

(c) システム制御機能 

システムの開始、停止を制御する機能 

(d) 事象管理機能 

     対向車両情報および停止車両・低速車両情報の表示内容等を決定する機能 

(e) 表示情報作成機能 

・対向車両情報および停止車両・低速車両情報を管理し、適切な表示データ形式に変換する

機能 

・情報提供時間及び表示優先選択機能 

    組み合わせサービスにおいては基本的に表示を制御する装置が対向車両情報表示と前方

停止車両・低速車両それぞれ別個に設置されるので、それぞれ独立に情報提供時間を算出、

優先表示を選択し表示を行う。 

 

対向車両と停止・低速車両を同一の表示板で表示を行う場合は停止車、低速車、対向車の

順に優先度をつけ表示する。すなわち、停止車両検出中に他の事象が検出されても表示の

変更はしない。低速車両が検出されている時に対向車両が検出されても表示の変更はしな

いが、停止車両が検出された場合は、情報保持時間 3.15 秒経過後またはすでに経過して

いる場合は、即 「停止車あり」表示に切り替える。 対向車両検出中に他の事象が検出

された場合は、情報保持時間 3.15 秒経過後またはすでに経過している場合は、即 他の

事象（停止車または低速車）の表示に切り替える。 

事象（対向車両、停止車両・低速車両）検出をした場合および通常時の注意喚起情報、調

整時の表示について分類したフローを図 4.3.3-1 に示す。 

 

(3) 道路状況情報表示機能 

(a) 情報表示機能 

  ・表示情報を受信する機能 

・対向車両情報、停止車両・低速車両情報および注意喚起情報を表示する機能 

   

 

上記各機能は４－１対向車両情報表示サービスおよび４－２前方停止車両・低速車両サービス

で記述した内容を個別に設置した装置により独立に行うことができるものであるので、統合した

処理としては行わない。事象検出から表示までの処理フローを図 4.3.3-2 に示す。 
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図 4.3.3-1  提供情報表示分類 
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・事象情報抽出機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3-2  事象検出から表示までの処理フロー 
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第５章 設備構成 

 

５－１ 設備構成 

本サービスを提供する設備は、以下の設備で構成し、それらを専用のネットワークで接続する。 

・IS 路側処理設備 

・道路状況把握設備 

・情報表示設備 

・IS 管理設備（注） 

（注）IS 管理設備は、運用の形態により省略することができる。 

 

【解 説】 

本サービスの設備構成は、IS 管理設備がある場合図 5.1-1 に示す。この場合の路側設備は、IS

路側処理設備、道路状況把握設備および情報表示設備で構成する。IS 管理設備でサービスの運用

を行わない場合は、IS管理設備を省略することができる。IS 管理設備省略時は図 5.1-2 の構成と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-1  本サービスの設備構成（IS 管理設備あり） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 5.1-2  本サービスの設備構成（IS 管理設備無し） 
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５－２ 機器構成 

 

本サービスを提供する設備の基本機器構成は、以下のとおりである。ただし、サービスの運用

の形態により IS 管理設備を省略することができる。 

これらの設備は、情報表示設備を除き IEEE802.3 に準拠し、情報表示設備は IEEE802.3 または

HDLC に準拠した専用のネットワークで接続する。 

(1) IS 路側処理設備 

IS 路側処理設備は、IS路側処理装置で構成する。IS 路側処理装置は、道路状況把握 

装置、表示板、および IS 管理設備（必要時）とネッワーク接続される。また、検査・保守等

で IS路側処理設備から路側設備を運転制御するためにコンソール端末が必要である。 

(2) 道路状況把握設備 

道路状況把握設備は、撮像装置、機側装置と道路状況把握装置で構成する。撮像装置には、

可視画像式、赤外画像式の２種類がある。撮像装置の選定は、事象の特徴、道路の特徴、環境

条件等を考慮して行う。撮像装置は１台を最小構成とし、道路状況を検出する情報対象区間の

大きさ、設置条件等により複数台で構成する。 

(3) 情報表示設備 

情報表示設備は、１台の表示板で構成する。情報表示設備には、縦型５文字×１行、または 

横型５文字×１段を基本とする。情報表示設備の選定は、施工方法、経済性を考慮して行う。 

(4) IS 管理設備 

IS 管理設備は、IS管理端末で構成する。 

IS 管理設備は、IS 管理用ネットワークが未整備の場合は不要とし、IS管理用ネットワークが

整備されている場合は必須を原則とする。 

(5) その他の関連設備および通信方式 

屋外に設置するその他の設備としては、耐雷変圧器、分電盤等がある。 

屋内に設置するその他の設備としては無停電電源装置、分電盤、通信系統設備等がある。 

  通信方式は情報の確実な伝送を重視する場合は要求応答方式とし、伝送時間周期の維持を重

視する場合は通知方式とする。 

 

【解 説】 

 

本サービスを構成する設備の機器構成は図 5.2-1 のとおりである。 

道路状況把握設備～IS 路側処理設備間、IS 管理設備～IS 路側処理設備間のネットワークは、

IEEE802.3 に準拠するネットワークとし、通信プロトコルは TCP/IP プロトコルとする。ネットワ

ークの伝送速度は 100Mbps とする。 
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また、IS 路側処理設備～情報表示設備間のネットワークは IEEE802.3 に準拠するネットワーク

とし、通信プロトコルは TCP/IP プロトコルを原則とする。ただし、屋外に延伸する接続形態とし

て実績がある HDLC 方式をシステム整備時に選択できる仕様とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）本サービスにおける設備のミニマム構成は、撮像装置が N=1 台のときの構成である。 

（注２）IS 管理設備は、運用の形態により省略することができる。 

図 5.2-1  機器構成 

 

(1) IS 路側処理設備 

(a) IS 路側処理設備は IS 路側処理装置のみで構成される情報処理装置である。 

道路状況把握設備より道路状況を収集し、これらのデータから提供情報を抽出・編集し、

その結果を情報表示設備に入れる。 

(b) IS 路側処理装置は道路状況把握装置信号処理ユニット、制御ユニット、インタフェース

（Ｉ／Ｆ）ユニットで構成される。図 5.2-2 に構成を示す。 

(c) 路側処理設備の機能はソフトウェアにより実行される。搭載するソフトウェア機能は５－

４－１に記述するが、提供するサービスに合わせたソフトウェアを実装する。 
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 (d) 検査・保守用コンソール端末 

 IS 路側処理装置は、サービスを提供する区間の近傍に設置し、無人で運転することを  

原則としている。このことから運用者が IS 路側処理装置を直接操作する機能はなく、直接

操作するための通信用端末装置は装備していない。 

しかし、IS 路側処理装置の保守を行う場合には、IS 路側処理装置と通信するための保守

用ツールが必要となる。この保守用ツールとして、可搬型の保守用コンソール端末装置を用

意する必用がある。保守用ツールとして必要となる主な機能項目は以下のとおりとする。 

・プログラムの起動・停止 

・プログラム動作状態の参照 

・メモリ内容の参照と書込み 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図 5.2-2 IS 路側処理装置構成図 
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 道路状況把握装置信号処理ユニット 

         制御ユニット 

表示装置 I/F ユニット IS 管理装置 I/F ユニット 

   情報表示装置    IS 管理装置 
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(2) 道路状況把握設備 

(a) 道路状況把握設備は、撮像装置、機側装置および道路状況把握装置で構成する。１台の道

路状況把握装置には最大８台までの撮像装置をつなぐことができる。なお、１台の道路状況

把握装置に１台の撮像装置をつなぐ構成が最小構成である。 

(b) 撮像装置には、可視撮像装置、赤外撮像装置の２種類がある。選定は豪雪地、多霧地、多

雨地の環境条件と夜間照明の状況から行う。 

   (ｱ) 可視撮像装置 

   ハウジング、レンズ、カメラ、雲台から構成する。主要な仕様を以下に示す。 

    カメラ：ＮＴＳＣ準拠、単板または三板ＣＣＤカラーカメラ 

    レンズ：焦点距離８～２５ｍｍ（１／２インチＣＣＤ換算）相当のズーム 

      オートアイリス機能ありのものを推奨 

   (ｲ) 赤外撮像装置 

     ハウジング、レンズ、カメラ、雲台から構成する。主要な仕様を以下に示す。 

      カメラ：ＮＴＳＣ準拠、非冷却二次元マイクロボロメータ（波長帯８～１２μｍ） 

      レンズ：ゲルマニュウム合金製、画角約２６．６°(H)Ｘ約２０°(V) 

(c) 機側装置 

  機側装置は、ワイパ操作部（必用に応じて実装）および電源部により構成する。 

(d) 道路状況把握装置 

   道路状況把握装置は、ＮＴＳＣデコーダ、画像処理部と演算制御部を含む検出処理部、  

  演算制御部と時刻同期部を含む追跡処理部から構成する。基本構成は可視、赤外で違いはな

い。撮像装置が１チャネルの場合の構成を図 5.2-3 に示す。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図 5.2-3  道路状況把握設備の基本構成 
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(3) 情報表示設備 

(a) 情報表示設備の構成 

情報表示設備は、表示板と機側操作盤で構成される。 

表示板は表示部、制御部、電源部で構成される。 

情報表示設備の構成を図 5.2-4 に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 5.2-4  情報表示設備の構成 

 

(b) 表示部 

表示文字数は、縦型５文字×１行、横型５文字×１段、の２種類を基本とする。 

表示部は、ＬＥＤ素子を表示窓全面にマトリックス状に配置した構造とする。 

使用する表現を、図 5.2-5(a)、(b)、(c)、(d)に表示例として示す。 

形状は以下に示す。 

  文字サイズ：高さ２２０ｍｍ×幅１９０ｍｍ以上 

   字体   ：ＬＥＤ点描図形文字（表示例は図 5.2-5 参照） 

   解像度  ：１ドット／１０ｍｍ 

 （注） 

   道路標識設置基準・同解説（昭和６２年１月 社団法人日本道路協会）をもとに走行速度

60km/h で計算し、かつ道路表示板としての最低サイズを推定した。 

 

(c) 制御部 

制御部は、IS路側処理装置との間で信号の送受信を行う。 

 (d) 機側操作盤 

   機側操作盤は表示板を制御する操作部を持つ設備である。 

  文字登録およびその更新機能、調光制御機能を持つ。 
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               図 5.2-5(a) 注意喚起横表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 5.2-5(b) 事象検出横表示 
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            図 5.2-5(c) 注意喚起縦表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図 5.2-5(d) 事象検出縦表示 
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(4) IS 管理設備 

  IS 管理設備は、IS 管理端末で構成する。 

IS 管理端末は一般仕様の計算機で構成する。構成を図 5.2-6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

         図 5.2-6 IS 管理端末構成図 

 

(5) その他の関連設備および通信方式 

(a) 屋外設置設備 

屋外に設置する諸設備は、耐雷変圧器、分電盤、機側操作盤等がある。 

    これらを設置するための付帯設備として、受電設備や電力線･通信線設備、管路設備、安全

を確保する安全設備等がある。 

(b) 屋内設置設備 

屋内に設置する設備は、電源系統設備（分電盤、耐雷変圧器、無停電電源装置等）、情報

分析処理設備（IS路側処理装置、道路状況把握装置等）、通信系統設備（光成端函、光伝送

装置等）および制御用モニタ機器等がある。 

これらは共通架内に設置することを標準とする。 図 5.2-7 に共通架の構成の外観例を示す。 
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図 5.2-7  共通架の構成外観例 

 

 

 (c) 電源設備 

電源設備は受電・分電系として IS管理設備の室内配電盤までの設備と IS路側設備まで  

   の配線系の設備に分けられる。 

   屋外受電設備に設置する保護継電器を避雷用に利用する。また、24時間稼動を要求される   

   路側設備の電源設備には、非常用に無停電電源装置を装備する。 

 (d) 通信方式 

 (ｱ) 設備間の通信方式 

設備間のデータ伝送を実現する通信方式は、伝送されるデータ量と伝送頻度から決定す

る。以下、各設備間で送受信される主なデータ項目に着目して、設備間のデータ伝送に使

用する通信方式を選定する。 

IS 管理設備、IS 路側処理設備、道路状況把握設備、および情報表示設備の各設備間で交

換する情報のうち、定期的に送受信を行う情報のデータ内容、データ量および伝送頻度を

表 5.2-1 に示す。 

通信方式の選定は、情報の確実な伝送と伝送時間周期の維持のどちらを重視するかで決定

する。採用する方式は、原則として、情報の確実な伝送を重視する場合は要求応答方式と

し、伝送時間周期の維持を重視する場合は通知方式とする。 
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表 5.2-1 設備間で定期的に交換される情報 

送信設備 受信設備 データ内容 データ量 伝送頻度 

システム現況データ 200byte 30ｓ 

サービスログデータ 750byte 30ｓ IS 路側処理設備 IS 管理設備 

道路管理事象データ 10,000byte 30ｓ 

道路状況把握設備 IS 路側処理設備 走行車両データ 9,288byte 100ms 

IS 路側処理設備 情報表示設備 サービス情報 100byte 提供情報更新時 

情報表示設備 IS 路側処理設備 状態データ 60byte 30ｓ 

 

 

(ｲ) ネットワーク接続方式 

路側の各設備は論理的にネットワークを用いて接続する(注１)。このとき、各設備間の通

信を確立するために接続の動作が必要となる。この接続の動作を規定するために以下の方式

がある。 

・お互いが接続要求を発行して接続を行う。 

・いずれか一方が接続要求を発行して接続を行う。 

いずれの場合でも、接続要求を発行する側はそれが相手に受付けられるまで再試行を繰返

すことから、ネットワークの接続方式は、いずれか一方が接続要求を発行して接続を行う方

式とし、その接続要求は IS 路側処理設備側が発行することとした。 

 

  (注１)１つの筐体に複数の設備を構成する装置を実装する場合、物理的にはいわゆるバス接

続も可能である。しかしながら、そのような場合であっても各設備の接続は統一的にネ

ットワークを用いている。 
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５－３ 機能構成 

本サービスを提供するために必要な機能を、設備の構成機器に、図 5.3-1 のとおり配分する。

ただし、サービスの運用形態により IS管理設備は省略することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3-1  機能構成（IS 管理設備あり） 
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【解説】 

図 5.3-1 に示した機能構成は各装置のソフトウェアで機能を満足するように構成される。国土

技術政策総合研究所が今までに開発した各ソフトウェアの状況を表 5.3-1 に示す。 

 

         表 5.3-1 ソフトウェアの構成とサービスごとの対応状況 

 ソフトウェアの構

成 

対向車両情報サービ

ス 

前方停止車両・低速車

両サービス 

サービス運用機能 

 

参考ドキュメントあ

り 

参考ドキュメントあり IS 管理装置 

ソフトウェア 

 システム維持管理

機能 

参考ドキュメントあ

り 

参考ドキュメントあり 

サービス機能 対象ドキュメントお

よびソフトなし 

参考ドキュメントあり 

 

運用・保守機能 

 

対象ドキュメントお

よびソフトなし 

参考ドキュメントあり 

 

IS 路側処理装置 

ソフトウェア 

Ｉ／Ｆ機能 対象ドキュメントお

よびソフトなし 

参考ドキュメントあり 

 

追跡処理機能 

 

ソフトウェア保有 ソフトウェア保有 道路状況把握装置 

ソフトウェア 

検出処理機能 ソフトウェア保有 ソフトウェア保有 

 

※ 設備に用いるソフトウェアについて 

・国総研では当該サービスに用いるための標準ソフトウェアを管理しており、設備の 

製作･導入時には、このソフトウェアをインストールし、活用することができる。 

・このソフトウェアは、これまでの実道実験において、必要機能の精査および機能の 

検証を実施し、品質が検証されたものであり、現地に合った調整を行うことで 

全国の導入箇所における均質なサービスを提供することが可能である。 

・ 当該ソフトウェアの貸与については、道路管理者より受注者が使用許諾を受けるこ

とで当該設備の配備・運用に限り、利用することが可能である。 

・ 巻末に付録として使用許諾書（案）の書式を添付した。 

 

貸与が可能なソフトウェアは、以下の２種類である。 

 １．可視道路状況把握設備ソフトウェア 

 ２．赤外道路状況把握設備ソフトウェア 
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５－４ 構成設備の機能・性能 

５－４－１ IS 路側処理設備 

(1) IS 路側処理設備の目的 

IS 路側処理設備の目的は、対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情報表

示サービスを実現する事象判断と提供情報の作成を行うことである。 

(2) ＩS路側処理設備の機能 

ＩS 路側処理設備の機能には、対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情

報表示サービスを実現するための機能と路側設備の運用・保守を実現するための機能がある。 

(a) サービスを実現するための機能 

サービスを実現するために、以下の２機能を備える。 

(ｱ) 事象管理機能 

(ｲ) 表示情報管理機能 

(b) ＩS路側設備の運用・保守を実現するための機能 

ＩS 路側設備の運用・保守を実現するために以下の３機能を備え、IS管理設備の機能と呼

応して運用・保守を実現する。 

(ｱ) 運転制御機能 

(ｲ) データ管理機能 

(ｳ) 異常監視機能 

(c) インタフェース機能 

IS 路側設備は道路状況把握設備、情報表示設備と接続し、道路状況データの受信、提供情

報の送信を行う。IS 管理設備を持つシステムの場合は、IS 管理設備と接続し、各種パラメ

ータの受信、サービスログデータの送信等を行う。 

 (3) IS 路側処理設備の性能 

  (a) 情報処理時間   

IS 路側処理設備の情報処理周期は、100mｓ以内とする。 

  (b) データ蓄積量 

・ IS 管理設備と接続する IS 路側処理設備は、サービス情報等の各種データを 30 分以上保

持する。 

・IS 管理設備と接続しない IS 路側処理設備は、サービス情報などの各種データを一定量（デ 

ータ移行間隔分）保持する。 

 

 

【解 説】 
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IS 路側処理設備の概要について解説する。 

(1) IS 路側処理設備の目的 

IS 路側処理設備の目的は、道路状況を監視する道路状況把握設備からの情報をもとに、道

路交通状況の判別を行い、情報表示設備による提供情報を作成することである。 
 

(2) IS 路側処理設備の機能 

IS 路側処理設備の機能には、対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情

報表示サービスを実現するための機能と路側設備の運用・保守をするための機能がある。後者

は、サービス提供とは直接的な関連はないが、本サービスを障害なく連続的に運用することを

支える重要な機能である。 
(a) サービス機能を実現するための機能 

(ｱ)  事象管理機能 

道路状況把握設備が抽出した道路上の事象情報から、ドライバーへの提供情報を作成し、

管理する。 

 事象管理機能は、以下の機能内容から構成する。 

   ① 検出事象受信機能 

   道路状況把握設備から受信した事象データを読込む。 

  ・検出事象（走行車両、低速車両、停止車両） 

  ・検出事象のカメラ番号 

  ・検出事象の移動速度（走行車両、低速車両） 

   ② 事象情報の抽出機能 

  道路状況把握設備が検出した事象データ（検出時刻、事象の種類、事象の位置、事象

の速度）から、事象情報を抽出する。 

③ 速度算出処理機能 

      抽出した事象の速度（低速車両のみ）をベクトルで計算する機能 

④  事象情報の作成 

情報表示設備に表示する事象情報を設定する。事象情報は「対向車両」「停止車両」

「低速車両」である。同時に複数の事象が検出されている場合は、複数のまま設定する。 

(ｲ) 表示情報管理機能 

サービス情報および路側設備の動作状況から、提供すべき情報を選択し、出力する。 

   情報表示設備に出力する情報をあらかじめ設定された優先度から選択し、情報表示設備に

出力する。 

表示情報管理機能は、以下の機能内容から構成する。 

   ① 路側の各設備の動作状況を参照する機能 

   路側の各設備の動作状況を読込む。 

  ・道路状況把握設備の動作状態（確信度、正常・故障） 

  ・IS 路側処理設備の動作状態 

   

 ② サービスデータ情報参照機能 

   事象管理機能が設定した事象情報を読込み表示内容を確定する。  
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「対向車両」の場合は「対向車あり」、「停止車両」の場合は「停止車あり」、「低速

車両」の場合は「低速車あり」の表示が対応する。 

   ③ 表示内容選択機能 

   表示内容および表示時間を選択する。 

対向車両情報表示サービスの場合は表示時間を算出する。表示内容は「対向車あり」

のみである。 

前方停止車両・低速車両情報表示サービスの場合は「停止車両」「低速車両」どちら

か１種類の事象が検出されている場合はそれを表示するが、２種類の事象が検出さ

れている場合は位置関係にかかわらず「停止車あり」の表示を優先する（低速車検

出中に新たに停止車が検出された場合は停止車表示を優先する）。なおこの優先度は

現場の状況により変更することができる。 

組み合わせサービスの場合、対向車両情報表示サービスと前方停止車両・低速車両

情報表示サービスがそれぞれ独立の表示板を有する場合は単独サービスと同じタイ

ミング、表示優先、時間算出で表示を行う。表示板を共有している場合は表示の優

先度は「停止車あり」「低速車あり」「対向車あり」の順で表示を行う。表示時間は

各事象とも最低の情報提供保持時間経過後に切り替える。 

表示の優先度について図 5.4.1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4.1-1  提供情報表示優先度 

 

  

  

カ
ー
ブ
注
意 

Yes 

Yes 

Yes 

 No 

 No 

No 

自車線上に停止車が 

いるか？ 

自車線上に低速車が 
いるか？ 

自車前方に対向車が 

いるか？ 

  

対
向
車
あ
り 

低
速
車
あ
り 

停
止
車
あ
り 

対向車両情報表示サービスと前方停止車両・低速車両情報表示サービスの優先表示フロー 

 



  

68 

 

(b) IS 路側設備の運用・保守機能を実現するための機能 

(ｱ) 運転制御機能 

サービス開始・サービス停止のために路側設備を構成する各設備の運転を制御する。 

(ｲ) データ管理機能 

サービスの提供に必要な道路関連情報とシステムパラメータを管理する。ドライバーに

提供したサービスログを蓄積管理する。 

 データ管理機能は、以下の機能から構成する。 

 ① パラメータ管理機能 

  IS 路側処理設備が使用するパラメータは、以下の内容である。 

・サービス定義情報パラメータ 

IS 路側処理設備が提供するサービスの内容およびサービス提供を実現する設備の構

成を定義するパラメータ 

・システム動作情報パラメータ 

IS 路側処理設備の動作条件を規定するパラメータ 

・事象判定パラメータ 

道路状況把握設備が行う事象判定に使用するパラメータ。サービス開始時に道路状況

把握設備に送信設定する。 

・表示板表示パラメータ 

情報表示設備に登録されているパラメータ。 

   ② ログデータ管理機能 

  ログデータは、運用ログとサービスログから構成する。 

IS 路側処理設備は路側の各設備の動作状況を保持する。IS管理設備と接続する路側 

処理設備は、この動作状況をシステム現況情報として IS 管理設備に送信し、このシス 

テム現況情報を用いて運用ログを構築する。 

サービスログは、IS 路側処理設備が情報表示設備に送信したデータより構築する。

IS 管理設備と接続する IS 路側処理設備は要求に応じて送信する。 

(ｳ) 異常監視機能 

    通信回線を介して接続されている各機器の状態を監視する。路側設備を構成する各設

備の自己診断結果を受け、各機器の状態を管理する。異常発生時は、「調整中」等の表示

をしてシステムを停止する。ログに機器状態の変化（故障、復帰等）を記録する。 

 システムの異常時は、IS 管理設備に通知する。 

(c) インタフェース機能 

    IS 路側設備は道路状況把握設備、情報表示設備と接続し、道路状況データの受信、提 

   供情報の送信を行う。IS 管理設備を持つシステムの場合は、IS 管理設備と接続し、各 

   種パラメータの受信、サービスログデータの送信等を行う。 

   

路側処理機能の処理構成を図 5.4.1-2 に示す。 
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              図 5.4.1-2 路側処理機能処理構成図 
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    IS 路側処理設備に許される路側処理周期は、100ms 以内である。 

(b) データ蓄積量 

(ｱ) IS 管理設備と接続する IS 路側処理設備は、IS 管理設備からの要求により、保持した

サービス情報等のデータを IS 管理設備へ送信する。ここで、IS 路側処理設備には、１

回のデータ送信から次のデータ送信までの間、そのデータを保持する能力が必要となる。  

IS 管理設備からの要求間隔（すなわちデータ送信間隔）は、最大 30秒程度である。こ 

の間のデータ蓄積量は約 25kbyte 程度であり、この限りにおいては容量的に問題とはな   

らない。 

しかし、IS 管理設備に何らかの障害が発生した場合、この送信間隔を維持することは

できない。このときの対応として、IS管理設備の切替時間は 30分以内であると想定し、

IS 路側処理設備は、サービス情報等のデータを 30 分以上（容量では３MB 以上）保持で

きることとする。 

(ｲ) 管理設備と接続しない IS路側処理設備においても、同量のサービス情報等のデータを

作成する。この作成されたデータは運用・保守として定期的に回収するため、一定期間、

IS 路側処理装置で保持する必要がある。記憶媒体の必要量の算定は、データの回収周期

および時間あたりの蓄積量（約 72MB／日）から行う。 
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５－４－２ 道路状況把握設備 

 

(1) 道路状況把握設備の目的 

道路状況把握設備の目的は、対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情報

表示サービスのために事象を検出することである。 

(2) 道路状況把握設備の機能 

道路状況把握設備は、設定された事象検出範囲の道路区間を監視し、事象を抽出する。装置

ごとの機能を以下に示す。 

(a) 撮像装置 

・撮像機能 

 (b) 道路状況把握装置検出処理部 

・映像入力機能 

・車両抽出機能 

・車両認識機能 

(c) 道路状況把握装置追跡処理部 

・車両追跡機能 

・速度推定機能 

・事象判定機能 

  (d) 道路状況把握装置のその他の機能 

       ・機器動作状況監視機能 

・データ編集機能 

・リモート設定機能 

・時刻同期機能 

(3) 道路状況把握設備の性能 

     道路状況把握装置の性能（要求性能）は、以下の表のとおりとする。 

      

 項 目                   性能（要求性能） 

 検出対象                  自動車および自動二輪車 

 位置計測精度                車両等の位置規定しない 

一般道路      制限速度＋30km/h  速度計測範囲 

 自動車専用道路 制限速度＋30km/h 

 速度計測精度                ±10％以下または±10km/h 以下 

 検出周期                  100ms±20ms 
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【解 説】 

道路状況把握設備の各機能に関して以下に解説する。 

 

(1) 道路状況把握設備の目的 

道路状況把握設備の目的は、対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情報

表示サービスの対象となる道路上の事象を検出することである。 

 

(2) 道路状況把握設備の機能 

     道路状況把握設備の機能は、設定された事象検出範囲の道路区間を監視し、対向車両、停止

車両、低速車両を検出・抽出することである。図 5.4-1 に機能構成図を示す。 

(a) 撮像装置 

  (ｱ) 撮像機能（ハードウェア） 

     監視範囲に存在する個々の車両を撮像装置により撮像し、映像信号を出力する機能。 

 

(b) 検出処理部  

   【画像処理部（ハードウェア処理）】 

(ｱ) 映像取り込み機能 

映像分配され画像処理装置に入力する映像信号のアナログ／デジタル変換を行う。 

(ｲ) 車両抽出機能 

         路面とコントラストのある目標物の特徴を処理により抽出する。 

     【演算制御部（ソフトウェア処理）】 

(ｳ)  車両認識機能 

検出範囲内で抽出された車両候補に対して車両判定を行い、存在する車両を検出する。 

    (ｴ)  機器動作状況監視機能 

映像信号、時刻同期信号等各処理部との通信状態を監視する。 

    (ｵ)  通信機能 

追跡処理部へ車両情報、事象判定結果、機器動作状況等を所定のフォーマットに編集し、

送信する。 

    (ｶ)  リモート設定機能（リモート回線接続時） 

外部からのネットワーク経由で送られてくるパラメータファイルの更新を行う。 

(ｷ)  時刻同期機能 

追跡処理部から送信されてくる時刻同期信号により検出処理時刻の同期をとる処理で

ある。 

 

(c) 追跡処理部（ソフトウェア処理） 

(ｱ) 車両追跡機能 

連続する映像フレーム間で同一車両の対応付けを行い、検出範囲内に存在する個々の車

両の追跡を行い、時系列位置情報を生成する。 
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    (ｲ) 速度推定機能 

車両追跡機能で生成した車両の位置情報から検出範囲内における個々の車両の速度を

推定する。 

(ｳ) 事象判定機能 

追跡機能により生成・計測した個々の車両の位置・速度情報を元に停止車両、低速車両、

対向車両等の事象を判定する。  

    (ｴ) 機器動作状況監視機能 

検出処理部から受信した動作状況や装置間の通信状態、追跡処理部の動作状態を監視し、

機器の異常を検出する。 

    (ｵ) 通信機能 

車両情報、事象判定結果、機器動作状況等を所定のフォーマットに編集し、送信する。 

    (ｶ) リモート設定機能（リモート回線接続時） 

外部からのネットワーク経由で送られてくるパラメータファイルの更新を行う。 

(ｷ) 時刻同期機能 

ＧＰＳ衛星の電波信号に含まれる高精度の基準時刻信号を抽出し、各処理部へ配信して

システムの時刻同期をとる。基準信号の抽出はハードウェア、時刻の生成と配信について

はソフトウェアで行う。 
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              図 5.4-1 道路状況把握装置の機能構成図   

 

道路状況把握装置 

撮像装置 

凡 例 

：構成品外 

撮像機能 

車両認識機能 

上位設備 

追跡機能 

通信機能 

検出処理部 

追跡処理部 

車両抽出機能 

演算制御部 

時刻 

同期 

機能 

機器動作 

状況監視 

機能 

 ﾘﾓｰﾄ 

設定 

機能 

画像処理部 

時刻同期部 

速度推定機能 

事象判定機能 

 

 

車両速度 

事象判定結果 

機器動作状況 

 

時刻、 

機器動作状況 

通信機能 

映像入力機能 

演算制御部 

時刻 

同期 

機能 

機器動作 

状況監視 

機能 

 ﾘﾓｰﾄ 

設定 

機能 

〔ハードウェア処理〕 



  

75 

(3) 道路状況把握設備の性能 

    道路状況把握設備を対向車両情報表示サ－ビスおよび前方停止車両・低速車両情報表示サー

ビスに適用する際に必要な性能を規定する。 

     これらは、道路交通の実態を踏まえ、サービスの目的を満たすために必要な条件から設定 

   した要求性能であり表 5.4.2-1 に示す。 

 

表 5.4.2-1  道路状況把握設備のデータ収集性能（要求性能） 

 

 項 目                   性能（要求性能） 

 検出対象                  自動車および自動二輪車 

 位置計測精度                車両等の位置規定しない 

 速度計測範囲    一般道路        制限速度＋30km/h 

           自動車専用道路     制限速度＋30km/h 

 速度計測精度                ±10％以下または±10km/h 以下 

 検出周期                  100ms±20ms 
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５－４－３ 情報表示設備 

(1) 情報表示設備の目的 

情報表示設備の目的は、文字情報により、ドライバーにサービスの情報を表示提供する 

ことである。 

  (2) 情報表示設備の機能 

情報表示設備は、路側設備が提供するサービス情報を表示する。 

(3)  情報表示設備の性能 

性能は、以下の安全性・信頼性の目標値を満たす設計を行う。 

(a) 安全度 ： 99.9% 以上（ただし、危険側故障確率） 

(b) システム稼動率 ： 99.8% 以上  

 

【解 説】 

 

(1) 情報表示設備の目的 

情報表示設備の目的は、文字情報を表示板に表示して、直接ドライバーにサービス（前方 

停止車両・低速車両、対向車両）を提供することである。 

 

(2) 情報表示設備の機能 

情報表示設備の機能は路側設備の作成したサービス情報を、表示板を介して車道を通行 

する車両に情報提供することであり、以下の機能を有する。 

・表示文字制御機能 

・制御部動作判定機能 

・表示機能 

・点検時表示機能 

 

 (3) 情報表示設備の性能 

情報表示設備の性能は、サービス区間で実際に必要とされる性能レベルに合わせて設定す

る。   

(a) 安全度 

   既設表示板の故障実績は 1 年間に 6 時間程度であり、この実績から安全度目標値に関 

しては、危険側故障確率を 99.9％ 以上とする。 

(b) システム稼動率 

   情報表示設備の稼動率は、サービス提供すべき時間を 8760 時間（＝365 日×24 時間） 

とし、その中で年間の修理時間を含めた故障時間が６時間、保守のための休止時間を 

８時間として目標値 99.8％以上を設定した。 
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５－４－４ IS 管理設備 

(1) IS 管理設備の目的 

IS 管理設備の目的は、路側設備を統括管理することである。複数の路側設備を管理する 

ことができる。 

(2) IS 管理設備の機能 

     IS 管理設備は、以下の機能を備える。 

(a) サービス運用機能 

(b) システム維持管理機能 

(C) 運用操作機能 

(3) IS 管理設備の性能 

     １つの IS 管理設備が管理する路側設備の数により、必要な性能が決まる。 

 

【解 説】 

 

(1) IS 管理設備の目的 

     IS 管理設備の目的は、IS 設備がサービスを提供するときに、運用担当者が設備運用と 

   して必要とする以下の項目を実現することにある。 

(a) レベル１ 

・路側に分散配置される IS設備の状況を把握する。 

・提供した走行支援情報と、路側設備の運転状態の記録を一元管理する。 

(b) レベル２ 

レベル１に加えて以下の項目を実現する。  

・路側設備に対し、運用担当者によるシステムの運転制御を行う。 

 

(2) IS 管理設備の機能 

(a) サービス運用機能 

サービスを運用する手段を提供する機能であり、以下で構成する。 

(ｱ) 路側設備構成管理機能 

各路側設備を特定する ID 番号や名称などの属性情報や、路側設備を構成する道路状況

把握設備、情報表示設備、IS路側処理設備の設備構成情報などを管理する。 

(ｲ) 路側設備運転制御機能（レベル２のみ） 

路側設備の各サービスの開始・停止指示を運用担当者の操作により制御する。 

(ｳ) 路側設備運用監視機能 

路側設備運用監視機能は、路側設備の設備状態と運用状態を監視する機能である。本機

能は、路側設備が故障・復旧したときの路側設備の設備状態や、路側設備運転制御機能等

により路側設備の状態が遷移したときの運用状態を、IS 路側処理設備にシステム現況を

一定周期（30秒）で要求することにより把握する。 
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(ｴ) 運用ログ管理機能 

運用ログ管理機能は、介入履歴や運用履歴を運用ログとして IS 路側処理設備から収

集・管理する機能である。また、本機能は、運用担当者の指示により、蓄積された運用ロ

グを検索する。運用ログとは、各路側設備の故障・復旧の履歴、及び運用担当者による操

作介入の履歴を記録したログデータである。運用ログは、路側設備を運用した記録として、

路側設備に異常が発生した場合などに、原因究明の手がかりとして使用する。 

(ｵ) サービスログ管理機能 

サービスログ管理機能は、サービスの提供履歴をサービスログとして IS 路側処理設備

から収集・管理する機能である。また、本機能は、運用担当者の指示により、蓄積された

サービスログを検索する。サービスログとは、IS 路側設備がドライバーに提供した情報

を記録したデータである。サービスログは、構成する路側設備を運用した記録として、路

側設備に異常が発生した場合などに、原因究明の手がかりとして使用する。 

(ｶ) パラメータ管理機能 

パラメータ管理機能は、IS 路側処理設備がサービスを提供する上で必要なサービス情

報パラメータ、システム動作パラメータ、事象判定パラメータを管理する機能である。 

パラメータ管理機能は、運用担当者がパラメータデータを編集する手段を提供する。ま

た、路側設備がサービス停止状態であることを確認し、運用担当者の操作によりパラメー

タ情報を IS 管理設備から IS路側処理設備にダウンロードして更新する。更新されたパラ

メータデータは、このあとの運用担当者によるサービス開始指示によりサービスが開始さ

れるタイミングでサービスに反映される。 

(ｷ) 表示板運転制御機能（レベル２のみ） 

表示板運転制御機能は、表示板にセットしている表示パターン ID を、IS 路側処理設備

を介して情報表示設備に送信し、表示板への表示を指示する機能である。表示パターン

ID のデータは、表示板パラメータ管理機能で情報表示設備から取得した IDを用いる。 

(ｸ) 表示板パラメータ管理機能 

表示板パラメータ管理機能は、情報表示設備がサービスを提供する上で必要なデータを

管理する。本機能は、路側設備のサービス稼動状態がサービス停止状態であることを確認

した後、運用担当者の操作により、表示板パラメータデータを IS 管理設備から IS 路側処

理設備にダウンロードし、更新する。 

(b) システム維持管理機能 

システム維持管理機能は、運用を維持するための機能であり、以下で構成する。  

(ｱ) システム起動制御機能 

システム起動制御機能は、IS 管理装置が運用担当者により電源投入された際に起動す

る。本機能は、内部パラメータの初期化、自己診断機能や相互監視機能の起動といった、

システム起動処理を行う。 

(ｲ) 自己診断機能 

IS 管理設備自身の動作状況を自己診断する。 

(ｳ) 相互診断機能 

IS 路側処理設備との通信状況を監視し、IS路側処理設備の診断を行う。 
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(c) 運用操作機能 

 運用操作機能は、路側設備を運用するためのヒューマンマシンインタフェースを実現す 

る。以下の機能で構成する。 

(ｱ) データ表示機能 

(ｲ) 操作入力機能 

 

これらの機能の構成を図 5.4.4-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4.4-1  ＩＳ管理設備（レベル２）の機能構成 
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（3） IS 管理設備の性能 

       １つの IS管理設備が管理する路側設備の数により、IS管理設備に必要な性能が決まる。 

     IS 管理設備が管理する路側設備の数は、導入する路側設備の展開シナリオや管理組織との 

     関連で統括管理する範囲を定めて設定する。 
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５－５ 設備間インタフェース 

本システムを構成する各設備間のインタフェースは、以下のとおりとする。 

・IS 路側処理設備～道路状況把握設備 

・IS 路側処理設備～情報表示設備 

・IS 路側処理設備～IS管理設備 

 

【解 説】 

 

本システムを構成する設備間のインタフェースに関して解説する。 

図 5.5-1 に本システムの設備間インタフェースを示す。設備間の矢印の向きが各データの送受信

の方向となる。設備間のデータ構成に関しては「５－６ データ構成」にて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.5-1  システム構成設備間インタフェース 
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５－６ データ構成 

本システムを構成する各設備間のインタフェース用データ構成は、以下のとおりとする。 

・路側情報データ 

・走行支援データ（情報表示用） 

・走行支援データ（IS管理用） 

 

【解 説】 

 

本サービスシステムを構成する設備間のインタフェース用データ構成に関して解説する。 

(1) 路側情報データ 

路側情報データは、IS 路側処理設備～道路状況把握設備間のインタフェース用データであ

り、対向車両情報、停止車両・低速車両情報およびシステム管理情報がある。 

表 5.4-1 および表 5.4-2 に IS 路側処理データのデータ構成を示す。 

 

表 5.6-1  IS 路側処理設備 → 道路状況把握設備のデータ構成 

情報種別 データ項目 内  容 

パラメータ変更要求 停止車両、低速車両、および対向車両判

定用のパラメータ設定要求 

システム管理情報 

処理許可要求 画像処理許可（開始／停止）要求 

 

表 5.6-2  道路状況把握設備 → IS 路側処理設備のデータ構成 

情報種別 データ項目 内  容 

対向車両情報 

 

対向車両情報 

 

・対向車両の検出時刻 

・対向車両の速度 

停止車両・低速車両情報 停止車両・低速車両情報 ・停止車両、低速車両の検出時刻 

・ 停止車両、または低速車両 

・ 低速車両の速度 

パラメータ変更応答 停止車両、低速車両、および対向車両判

定用のパラメータ設定要求に対する応

答 

システム管理情報 

処理許可応答 画像処理許可（開始／停止）要求に対す

る応答 

 

(2) 走行支援データ(情報表示用) 

走行支援データ(情報表示用)は、IS 路側処理設備～情報表示設備間のインタフェース用デ

ータであり、対向車両情報、停止車両・低速車両情報およびシステム管理情報がある。 

表 5.6-3 および表 5.6-4 に走行支援データ(情報表示用)のデータ構成を示す。 
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表 5.6-3  IS 路側処理設備 → 情報表示設備のデータ構成 

情報種別 データ項目 内  容 

対向車両情報 対向車両情報 ・情報表示用に編集した表示提供情報の

情報・種類 

・表示提供情報（対向車両、休止中、調

整中等） 

停止車両・低速車両情報 停止車両・低速車両情報 ・情報表示用に編集した表示提供情報の

情報・種類 

・表示提供情報（停止車両、低速車両、

休止中、調整中等） 

表示板表示要求 手動介入による表示板への表示要求 システム管理情報 

処理許可要求 表示板表示の許可（開始／休止）要求 

 

表 5.6-4  情報表示設備 → IS 路側処理設備のデータ構成 

情報種別 データ項目 内  容 

表示板表示応答 対向車両情報、停止車両・低速車両情報

および手動介入による表示板への表示

要求に対する応答 

システム管理情報 

処理許可応答 表示板表示許可（開始／休止）要求に対

する応答 

 

(3) 走行支援データ（IS 管理用） 

走行支援データ（管理保守用）は、IS 路側処理設備～IS 管理設備間で受け渡しするデータ

であり、対向車両情報、停止車両・低速車両情報およびシステム管理情報がある。 

表 5.6-5 および表 5.6-6 に走行支援データ(IS 管理用)のデータ構成を示す。 

 

表 5.6-5  IS 管理設備 → IS 路側処理設備のデータ構成 

情報種別 データ項目 内  容 

システム現況要求 現在の路側システムの稼動状況要求 

サービス開始要求 路側システムのサービス開始要求 

サービス停止要求 路側システムのサービス停止要求 

表示板表示要求 手動介入による表示板への表示要求 

パラメータ照会要求 現状のパラメータ内容の照会要求 

パラメータ変更要求 現状のパラメータ内容の変更要求 

表示情報の内容要求 表示する情報の内容要求 

システム管理情報 

表示情報の優先度要求 表示する情報の優先度要求 
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表 5.6-6  IS 路側処理設備 → IS 管理設備のデータ構成 

情報種別 データ項目 内  容 

対向車両情報 対向車両情報 ・対向車両の検出時刻 

・対向車両の有無 

・対向車両の速度 

停止車両・低速車両情報 停止車両・低速車両情報 ・停止車両・低速車両の検出時刻 

・ 停止車両・低速車両の種類 

・ 低速車両の速度 

システム現況応答 現在の路側システムの稼動状況要求に

対する応答 

サービス開始応答 路側システムのサービス開始要求に対

する応答 

サービス停止応答 路側システムのサービス停止要求に対

する応答 

表示板表示応答 手動介入による表示板への表示要求に

対する応答 

パラメータ照会応答 現状のパラメータ内容の照会要求に対

する応答 

システム管理情報 

パラメータ変更応答 現状のパラメータ内容の変更要求に対

する応答 
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第６章 機器設置・配置基準 

 

６－１ 機器構成と各設備共通の設置・配置基準 

６－１－１ 機器構成 

 本システムに必要な設備は、以下のとおりである。 

(1) IS 路側処理設備 

(2) 道路状況把握設備 

(3) 情報表示設備 

(4) IS 管理設備 

なお、IS 管理設備については、サービスの管理体制に応じて省略してもよい。 

 

【解 説】 

 

本システムの機器構成について解説する。 

本サービスに必要な機器の構成を図 6.1.1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.1-1  機器構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路状況把握設備 

IS 路側処理設備 

IS 管理設備 

 

 

 

 

 

情報表示設備 

可視または赤外画像撮

像装置 

表示板 

道路状況把握装置 IS 路側処理装置 

IS 管理端末 

道路管理者の 

監視場所に設置 

路側又は局舎内の同

一場所に設置 

対象事象検出位置、

情報伝達位置に設置 
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(1) IS 路側処理設備 

IS 路側処理装置で構成する。 

 

(2) 道路状況把握設備 

道路状況把握設備は、撮像装置、機側装置と道路状況把握装置で構成する。撮像装置には 

可視画像式、赤外画像式の２種類がある。 撮像装置の選定は、事象の特徴、道路の特徴、 

環境条件等を考慮して行う。可視画像式は一般的であり、汎用性がありますが、特に夜間の 

事象（停止車・低速車）検知を重視する場合、また降雪、霧の多発箇所は赤外画像式が有利 

である。 

 

(3) 情報表示設備 

表示板で構成する。 

 

(4) IS 管理設備 

IS 管理端末で構成する。 
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６－１－２ 各設備共通の設置・配置基準 

 各設備に共通した機器設置・配置基準は、以下のとおりとする。 

(1) 本サービスで必要な設備（IS管理設備は除く）は、サービス対象区間の近傍に設置する 

   ことを原則とする。 

(2) 各設備は関係法規の規定に従い設置する。 

(3) 各設備の設置にあたっては、経済性、景観および保守性を十分考慮する。 

(4) 歩行者の通行の妨げや、車両にとって見通し不良の要因とならないように設置する。 

(5) 設備をポール等に設置する場合は、設備の底面高さが 2.5ｍ以上となるように設置する。 

(6) 積雪寒冷地に設置する場合、屋内設置を考慮する。 

(7) 光ファイバ網のクロージャまたはハンドホールが存在する場合は、その近傍に設置する。 

(8) 落雷、停電等を考慮してその対策をする。 

 

【解 説】 

 

(1) 本サービスで必要な設備（IS 管理設備は除く）は、サービス対象区間の近傍に設置するこ

とを原則とする。また、サービス対象区間の近傍に設置できず離れた場所に設置する場合や、

既存施設（局舎等）を利用して屋内設置とする場合など、設備間の接続距離が長く信号の劣化

が想定される場合は、信号中継装置を両者の間に設ける。光ファイバ伝送の場合は、Ｏ／Ｅ、

Ｅ／Ｏ変換装置を内蔵する。 

  尚、Ｏ/Ｅ,Ｅ/Ｏ変換装置、又はコーデックでの映像伝送で、ＭＰＥＧ２（6.0Ｍｂｐｓ以

上）の映像品質であれば画像処理が可能である。 

(2) 各設備は、関係法規の規定に従い設置する。 

(3) 各設備を設置するにあたっては、経済性、景観および保守性を十分考慮する。 

(4) 各設備を歩道に設置する場合、歩行者の妨げにならないように設置する。また、機器自体が

車両にとって見通し不良の要因とならないように設置する。 

(5) 各設備をポール等に設置する場合は、堆積雪高さや歩行者の通行の安全を考慮して設備の底

面高さが 2.5ｍ以上となるように設置する。 

(6) 積雪寒冷地に設置する場合、積雪および除雪堆積雪の影響を避けるため屋内（専用局舎内）

配置を考慮する。 

(7) 既存光ファイバ網のクロージャもしくはハンドホールが付近に存在する場合には、その近傍

に設置する。 

(8) 落雷、停電等を考慮して、耐電性能を補償したトランスおよびＵＰＳを採用するなどの対策

をする。 
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６－２ サービスにおける設置・配置の考え方 

６－２－１ 対向車両情報表示サービスの設置の考え方 

対向車両情報表示サービスにおけるサービス対象区間、情報提供位置、表示板設置位置、対向

車両検知用撮像装置設置位置は、以下のように考える。 

 

(1) サービス対象区間 

   サービス対象区間は、カーブ区間内における対向車両の存在を情報提供する区間であり、情

報提供位置から見通し不良区間の終了地点までの区間とする。 

 

(2) 情報提供位置 

情報提供位置は、カーブ区間内における対向車両の存在に関する情報をドライバーに提供す

る位置とする。 

 

(3) 表示板設置位置 

表示板設置位置は、情報提供を行うための表示板を設置する位置であり、見通し不良区間開

始地点のサービス対象車両が走行する車線の路肩とする。 

 

(4) 撮像装置設置位置 

撮像装置設置位置は、対向車両を検知するための撮像装置を設置する位置であり、カーブ終

了地点から距離（Ｌ5）下流側の位置となる。カーブ終了地点からの距離は式 6.2.1-１および

式 6.2.1-2 より求める。 

Ｌ4 ＝（Ｌ0＋Ｌ2）×（ⅤB／ⅤA）                  （式 6.2.1-1） 

Ｌ5 ＝ Ｌ4－Ｌ1＋Ｌ3            （式 6.2.1-2） 

ⅤA＝サービス対象車両の走行速度[km/h] 

ⅤB＝対向車両の走行速度[km/h] 

Ｌ0＝見通し不良区間長[ｍ] 

Ｌ1＝カーブ開始地点から見通し不良区間終了地点までの距離[ｍ] 

Ｌ2＝表示板の判読所要距離＋消失距離[ｍ] 

Ｌ3＝撮像装置検出外範囲[ｍ] 

Ｌ4＝サービス対象車両が表示板の消失位置から見通し不良区間終了地点までの区間

を走行したときの所要時間内に対向車両が走行する距離[ｍ] 

Ｌ5＝カーブ終了地点から撮像装置までの距離[ｍ] 

 



  

89 

【解 説】 

 

(1) サービス対象区間 

本サービスの対象とする区間は、情報提供位置から見通し不良区間終了地点までの区間であ

る。カーブ区間は、クロソイド曲線等の緩和曲線も含めてカーブ区間として扱います。 

見通し不良区間とは、カーブ区間内における対向車両の存在を情報提供する区間であり、カ

ーブ区間の上流側を走行しているサービス対象車両からカーブ区間の道路線形が消失する箇

所（以下、「見通し不良区間開始地点」という）とカーブ区間を走行しているサービス対象車

両から直線区間の線形が完全に回復する箇所（以下、「見通し不良区間終了地点」という）の

間の道路区間と定義する。具体的には以下のとおり定義する。 

(a) 見通し不良区間開始地点 

センタラインのカーブ開始地点での接線と道路の最も外側との交点の位置 

(b) 見通し不良区間終了地点 

センタラインのカーブ終了地点での接線と道路の最も外側との交点の位置 

 

図 6.2.1-1 に示すとおり、見通し不良区間長Ｌ０は式 6.2.1-3、カーブ開始地点から見通し

不良区間開始地点の間の距離（見通し不良区間終了地点からカーブ終了地点の間の距離も同

様）Ｌ１は式 6.2.1-4 により算出される。 

   

Ｌ０＝｛Ｒ＋Ｗ（Ｎ―１）｝θ０    （式 6.2.1-3） 

θ０＝θ―２cos-1｛Ｒ／（Ｒ＋ＷＮ）｝   （式 6.2.1-4） 

Ｌ１＝｛Ｒ＋Ｗ（Ｎ―１）｝θ１    （式 6.2.1-5） 

θ１＝ cos-1｛Ｒ／（Ｒ＋ＷＮ）｝   （式 6.2.1-6） 

 

Ｌ０：見通し不良区間長（ｍ） 

θ０：見通し不良区間の中心角度（°） 

Ｌ１：カーブ開始地点から見通し不良区間開始地点の間の距離（ｍ） 

θ１：カーブ開始地点から見通し不良区間開始地点の間の中心角度（°） 

Ｒ：カーブ区間の曲線半径（ｍ） 

Ｗ：カーブ区間の車線幅員（ｍ） 

Ｎ：カーブ区間の片側車線数（本資料では、１車線） 
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図 6.2.1-1  カーブ区間における見通し不良区間の定義 

 

(2) 情報提供位置 

情報提供位置は、カーブ区間内における対向車両の存在に関する情報をドライバーに提供す

る位置であり、表示板設置位置より表示板の消失距離上流側の位置である。 
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  図 6.2.1-2 情報提供位置、表示板設置位置、見通し不良区間の位置関係 
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サービス対象車両 対向車 
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(3) 表示板設置位置 

本サービスにとって最も条件の悪い状況は、比較的低速で走行しているサービス対象車両が

表示板の手前の消失位置を通過したとき、比較的高速で走行してくる対向車両が撮像装置の車

両検出範囲の直前にいる場合である。この場合、サービス対象車両のドライバーは、対向車両

の存在を知ることなくカーブ区間で対向車両とすれ違う可能性が高い。できる限りこのような

場合を避けるために、表示板は見通し不良区間開始地点のできるだけ近くのサービス対象車両

走行車線の路肩に設置することを基本とし、現場の状況（設置可否、視認性など）を考慮して

設置位置を決定する。 

 

(4) 撮像装置設置位置 

撮像装置の設置位置は、サービス対象車両と対向車両の相対的な位置関係を考慮しなければ

ならない。サービス対象車両のドライバーが対向車両に関する情報を知ることなく対向車両と

カーブ区間ですれ違う可能性が高い条件は、サービス対象車両が表示板の手前の消失地点を通

過しようとするとき、比較的高速で走行してくる対向車両が撮像装置の車両検出範囲の直前に

存在する場合であるから、サービス対象車両が表示板の消失地点に存在する場合を前提として

撮像装置の位置を決定する。 

撮像装置は、サービス対象車両が表示板の消失地点を通過してから見通し不良区間を通過し

終わる時間内に、対向車両が見通し不良区間に進入することがないように配置しなければなら

ない。したがって、撮像装置は、サービス対象車両が表示板の消失地点から見通し不良区間終

了地点までの区間を走行したときの所要時間内に対向車両が走行する距離（Ｌ4）だけ、見通

し不良区間終了地点より下流の地点で対向車両の存在を検出できるように設置する。撮像装置

の替わりに超音波車両検出装置を使用する場合も同様である。 
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図 6.2.1-3  対向車両情報表示サービスにおける配置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

表示板 
撮像装置 

Ｌ0 

Ｌ2 

Ｌ4  

Ｌ1 

Ｌ5 

Ｌ3 

サービス対象車両 

対向車 

見通し不良区間 

ⅤA＝サービス対象車両の走行速度[km/h] 

ⅤB＝対向車両の走行速度[km/h] 

Ｌ0＝見通し不良区間長[ｍ] 

Ｌ1＝カーブ開始地点から見通し不良区間終了地点までの距離[ｍ] 

Ｌ2＝表示板の判読所要距離＋消失距離[ｍ] 

Ｌ3＝撮像装置検出外範囲[ｍ] 

Ｌ4＝サービス対象車両が表示板の消失位置から見通し不良区間終了

地点までの区間を走行したときの所要時間内に対向車が走行す

る距離[ｍ] 

Ｌ5＝カーブ終了地点から撮像装置までの距離[ｍ] 

 

※Ｌ2の算出方法については、「６－３ 情報表示設備」に示す 

※Ｌ3の算出方法については、「６－４ 道路状況把握設備」に示す 

見通し不良区間開始地点 

見通し不良区間終了地点 

（ⅤA） 

（ⅤB） 
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６－２－２ 前方停止車両・低速車両情報表示サービスの設置の考え方 

 前方停止車両・低速車両情報表示サービスにおける情報提供位置、表示板設置位置、撮像装置

配置位置は以下のように考える。 

(1) 情報対象区間 

路側の設備からドライバーに提供する情報の対象となる区間を、情報対象区間と定義する。 

(2) 情報提供位置 

事象に関する情報をドライバーに提供する位置を、情報提供位置と定義する。 

情報提供位置は、情報対象区間で事象が発生したとき、情報対象区間に向かって走行する車両

が減速または停止することを期待するサービスにおいて、ドライバーが事象の情報を視認し判

読完了してから減速が開始されるまでの反応時間および車両の減速度から求める。 

事象位置に関する理論的な情報提供位置は、情報対象区間の開始点（事象検出開始地点）か

ら式 6.2.2-1 により算出するＬで示される距離だけ上流側となる。 

TVVL 



2

2
 （式 6.2.2-1） 

ただし、Ｌ＝サービス対象車両の制動停止距離［ｍ］ 

Ｖ＝サービス対象車両のサービス上限速度［m/s］ 

α＝サービス対象車両の車両の通常減速度（2.4or1.0 m/s2）［m/s2］ 

Ｔ＝ドライバーの反応時間（2.5 秒）［ｓ］ 

 

(3) 表示板設置位置 

表示板設置位置は、情報提供を行うための表示板を設置する位置であり、事象検出開始地点

から表示板設置距離（Lp）上流側となる。表示板設置距離は以下に示す式 6.2.2-2、式 6.2.2-3

より求める。 

 c

pp hhH
L

tan2


  （式 6.2.2-2） 

ただし、L２＝消失距離［ｍ］ 

Hp＝表示板の設置高さ［ｍ］ 

ｈp＝表示板の高さ［ｍ］ 

ｈ＝ドライバーの視線高さ（通常 1.2ｍ）［ｍ］ 

θc＝ドライバーの目線角度（通常 7°） 

 

pL ＝ 2LL   （式 6.2.2-3） 

ただし、 pL ＝表示板設置距離［ｍ］ 
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(4) 撮像装置の配置 

 停止車両・低速車両の存在を検出する撮像装置は、事象検出区間全体を網羅できるように配

置しなければならない。 

(5) 余裕距離 

表示板の計算上の設置位置から実際の設置位置までのかい離の許容範囲を規定した距離であ

る。余裕距離は、最大 170ｍとする。 

 

【解 説】 

 

(1) 情報対象区間 

情報対象区間は、停止車両・低速車両を検知している区間、またはカーブ区間等路側設備が

提供する情報の対象となる区間である。 

 

(2) 情報提供位置 

情報提供位置は、事象に関する情報をドライバーに提供する位置である。情報提供位置は、

式 6.2.2-1 により算出する。 

 

(3) 表示板設置位置 

表示板設置位置は、事象検出開始点より表示板設置距離（Lｐ）上流側の位置であり、情報提

供位置より消失距離（ドライバーが表示板の表示が視認できなくなる距離）だけ下流となる。 

情報提供位置、表示板設置位置、情報対象区間の位置関係を図 6.2.2-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.2-1  情報提供位置、表示板設置位置、情報対象区間の位置関係 
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（情報提供位置）

消失距離　Ｌ2情報板設置距離　Ｌｐ

地点 C

（情報板設置位置）

情報対象区間
判読所要距離　Ｌｒ

必要視認距離　Ｌ 1
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(4) 撮像装置の配置 

停止車両・低速車両の存在を検出する撮像装置は、事象検出区間全体を網羅できるように配

置しなければならない。撮像装置の配置方法は、カーブの曲線半径や道路交角により異なる。

撮像装置の車両検出範囲の制約により、カーブの曲線半径が大きくなるにつれて、またカーブ

の道路交角が大きくなるにつれて、必要な撮像装置設置数は多くなる。事象検出開始地点は、

曲率Ｒの円弧と車線中央線の延長線の交点分だけカーブ開始地点より先である。事象検出終了

地点は、カーブ終了位置からＬ３だけ先の地点である。カーブ終了地点から視距が確保可能な

カーブ上の位置から制動距離Ｌで停止するサービス対象車両の事象検出終了地点とカーブ終

了地点との差がＬ３である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｌ３：カーブ終了地点から事象検出終了地点までの距離 

 

                   図 6.2.2-2  前方停止車両・低速車両情報表示サービスの撮像装置配置例 

 

Ｌ：制動停止距離 

  サービス対象車両のドライバーが表示を見て判読後に制動操作を開始し、車両を停止させるまでの距離 

Ｌｐ：表示板設置距離 

  事象検出開始地点から表示板までの距離 

Ｌ２：消失距離 

  サービス対象車両がこれ以上接近すると表示を判読できなくなる地点と表示板までの距離 

事象検出開始地

点 

停止車 

表示板 

Ｌｐ Ｌ２ 
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停止・低速車両検知カメラ 
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停止・低速車両検知カメラ 

Ｌ３ 

事象検出終了地点 

(内側車線) 

停止車 

サービス対象車両 

カーブ開始地点 
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(5) 余裕距離 

実配置においては、表示板の計算上の設置位置から実際の設置位置までのかい離の許容範囲

を、計算上の設置位置を基点として上流側に対して余裕距離の範囲とする。この余裕距離は、

最大 170ｍとする。 

この値は、道路標識設置基準における警戒標識の設置場所は「屈曲・屈折始点の手前 30ｍ

から 200ｍまでの地点における左側の路端とする」という規定に準じて設定した。 

〔出典：社団法人日本道路協会発行の道路標識設置基準・同解説（昭和 62年１月）〕 
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 ６－２－３ 組み合わせサービス（対向車両情報表示サービス＋前方停止車両・低

速車両情報表示サービス）の設置の考え方 

対向車両情報表示サービスおよび前方停止車両・低速車両情報表示サービスを同じカーブ区間

で提供するときには、「６－２－１ 対向車両情報表示サービスの設置の考え方」および「６－２

－２ 前方停止車両・低速車両情報表示サービスの設置の考え方」に記述したサービス対象区間

と情報提供位置を勘案して、撮像装置および表示板の位置を決定する必要がある。 

(1) サービスで対象とする区間の考え方 

本サービスの対象とする区間は、対向車両情報表示サービスのカーブへの進入路区間と、前

方停止車両・低速車両情報表示サービスのカーブの見通し不良区間である。 

(2) 情報提供位置の考え方 

走行中の車両に情報を知らせる情報提供位置は、サービス毎に以下のとおりである。 

対向車両情報サービスでは、見通し不良カーブ区間でのすれ違う可能性のある車両の情報を

サービス対象車両と対向車両がカーブ区間に進入するタイミングと走行速度に留意して、表示

板および撮像装置（道路状況把握装置）を配置する。 

また、前方停止車両・低速車両情報表示サービスでは、見通し不良カーブの最も入り口に近

い地点に停止車両が存在するとしたとき、停止車両の直前で停止できる制動距離より手前の地

点で、その存在を知らせる配置とする。 

 

 

【解 説】 

 

(1) 組み合わせサービスで対象とする区間 

対向車両情報表示サービスで対象とする情報対象区間は、見通し不良カーブ区間およびカー

ブへの進入路区間である。 

また、前方停止車両・低速車両情報表示サービスで対象とする情報対象区間（見通し不良区

間）は、情報対象区間の開始点から、終了点までの区間である。 

これらの区間の考え方は、「６－２－１ 対向車両情報表示サービスの設置の考え方」およ

び「６－２－２ 前方停止車両・低速車両情報表示サービスの設置の考え方」に記述した内容

と同じである。 
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(2) 情報提供位置 

(a) 対向車両情報表示サービスの情報提供位置 

対向車両情報表示サービス用の情報提供位置は、サービス対象車両のドライバーがより新

しい対向車両の情報を認識できるように、カーブ区間内の事象検出開始地点に設置する。 

この場合、カーブ区間におけるはみ出し対向車両による衝突事故を避ける上で、対向車両

相互で相手の存在を認識できるように、カーブ双方向での情報提供が必要である。 

(b) 前方停止車両・低速車両情報表示サービスの情報提供位置 

前方停止車両・低速車両情報表示サービスの情報提供位置は、「６－２－２ 前方停止車

両・低速車両情報表示サービスの設置の考え方」に記載のとおり、サービス対象車両のドラ

イバーが情報を認識した後、停止車両や低速車両の手前で停止できるように、事象検出開始

地点から制動停止距離を確保できる位置に設置する。 

(c) 組み合わせサービスにおける情報提供位置 

１つのカーブ区間において「対向車両検知サービス」および「停止車両・低速車両検知サ

ービス」の両サービスを提供する場合には、事象検出開始地点に対向車両情報表示サービス

用の情報提供用表示板を、カーブ区間の上流側に前方停止車両・低速車両情報表示サービス

用の表示板を用意する必要がある。 

   これらの考え方を元にした、サービス区間と設備配置例を図 6.2.3-1 に示す。 
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図 6.2.3-1  組み合わせサービスにおけるサービス区間および配置例 
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６－３ 情報表示設備 

情報表示設備を構成する機器の設置・配置の考え方は以下のとおりである。 

(1) 設置・配置の方針 

・情報表示設備は、サービス対象区間に配置する。 

・停電・地震等の非常時に備えた設置とする。 

・保守・点検に配慮した設置とする。 

(2) 設置位置の設定 

表示板の設置位置は、表示板をドライバーが視認できる距離（必要視認距離）、表示板が見

えなくなる距離（消失距離）から設定する。また、計算位置に設置できない場合は、サービス

の事象位置から、より上流に余裕距離として定めた距離の範囲で設置する。 

(3) 設置施工における留意事項 

表示板は、縦型または横型を設置する。 

 

【解 説】 

 

(1) 設置・配置の方針 

(a) 機器の配置位置の制約 

(ｱ) 情報表示設備は、サービス対象区間に配置する。 

  設備を設置する局舎等が既にある場合は、表示部と制御部を分散して配置することも可  

  能である。 

(ｲ) 表示板と他の表示板・道路標識と隣接して設置する場合、互いに視線の妨げにならない

ように十分な距離をとる。それら相互の間隔の決定については、道路標識設置基準に準拠

して行う。 

(ｳ) 表示板の設置位置として２カ所以上の候補がある場合、より安全側である設置位置を選

択する。 

サービス提供場所がスピードの出しすぎによる車線逸脱等の事故削減も設置目的に含

む場合、車両に減速を促すため、停止車両・低速車両等の事象発生していない場合も「カ

ーブ注意」等の注意喚起を行う。この場合、注意喚起の情報提供位置は、カーブ入り口で

安全速度へ減速できる位置とする。 

(b) 非常事対応 

１日 24 時間運用が基本であり、設備の施工において以下の留意が必要である。 

(ｱ) 停電対策 

情報表示設備は、原則として、無人環境で 24 時間連続運転すると規定している。この

ため、停電時には故障表示（例：「固定表示板：調整中」）ができるように機械式表示板等

を設ける。 
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(ｲ) 耐震対策 

設置する装置および機器収納架は移動、転倒しないよう強固に固定し、必要により耐震

補強を行い耐震性を確保する。 

また、車両の通過等に伴う振動が直接きょう体内機器に影響しないような施工とする。 

(c) 保守・点検対応 

保守作業を行うための十分な保守スペースを確保するなど保守・点検に配慮した設置と 

する。 

(d) その他 

積雪寒冷地においては、積雪高さを考慮して設置土台を設ける。 

 

(2) 設置位置の設定 

表示板の設置位置を算出するために、必要な距離の算出についての考え方を以下に述べる。 

なお以下の計算位置に設置できない場合は、サービスの事象位置から、より離れた方向に余裕

距離として定めた距離の範囲で設置するものとする。 

(a) 判読所要距離の算出 

表示板に表示された内容を判読するために必要な距離を算出する計算式を以下に示す。 

 

判読所要時間：tr＝0.13×Ｍ （式 6.3-1） 

 

ただし、tr：判読所要時間［ｓ］ 

Ｍ：文字数 

 

判読所要距離：Ｌr＝Ｖ×tr （式 6.3-2） 

 

ただし、Ｌr：判読所要距離［ｍ］ 

Ｖ：車速［m/s］ 

tr：判読所要時間［ｓ］ 

 

(b) 必要視認距離算出の考え方 

必要視認距離Ｌ１［ｍ］と文字サイズの関係を以下に規定する。 

〔出典：社団法人日本道路協会発行の道路標識設置基準および解説（昭和 62 年１月）〕 

Ｌ１＝5.67×ｈｃ×ｋ１×ｋ２×ｋ３ （式 6.3-3） 

 

ただし、Ｌ１：必要視認距離［ｍ］ 

ｈｃ：表示文字の高さ［cm］ 

ｋ１：文字の種類による補正係数（0.6～1.2） 

ｋ２：文字の複雑さによる補正係数（0.85～1.0） 

ｋ３：走行速度による補正係数(0.77～1.0) 
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(c) 消失距離算出の考え方 

消失距離Ｌ2［ｍ］とドライバーの関係を以下に規定する。 

 

c

pp hhH
L

tan2


  （式 6.3-4） 

 

ただし、Ｌ2：消失距離［ｍ］ 

Ｈｐ：表示板設置高さ［ｍ］ 

ｈｐ：表示板高さ［ｍ］ 

ｈ ：ドライバーの視線高さ［ｍ］ 通常 1.2ｍ 

θC：ドライバーの視線角度［ｍ］ 通常７° 

 

必要視認距離と消失距離の位置関係を、図 6.3-1 に示す。消失距離とは、車両が表示板に

近付いたとき、表示板の表示内容をドライバーが確認できなくなる距離である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3-1  表示板における必要視認距離と消失距離の位置関係 

 

 

 

 

(3) 設置施工における留意事項 

(a) 支持方式 

 表示板と他の表示板、道路標識と隣接して設置する場合、互いに視線の妨げにならないよ

うに十分な距離をとる。それら相互の間隔の決定については、道路標識設置基準に準拠して

行う。 
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ｈｐ：情報板高さ（ｍ）
Ｈｐ：情報板設置高さ（ｍ）

視線角度θ C ドライバの視線高さｈ（ｍ）

必要視認距離Ｌ１

ｐ

ｐ

消失距離Ｌ２

視認位置

消失位置

情報板位置
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(b) 表示板の支持高さ 

表示板の支持高さは、一般道路では、「道路構造令の解説と運用（昭和 58 年 2 月 社団法

人日本道路協会）」に、高速道路等では、「日本道路公団設計要領第５集第 13-3 編 可変式

道路表示板設置要領(日本道路公団)」に従い、片持式の場合（路面と取付けた表示板の下端

の長さ）以下のとおりとする。 

(ｱ) 一般道路 

・2.5ｍ以上（路側に設置の場合） 

・4.5ｍ以上（車道上へ設置の場合） 

(ｲ) 自動車専用道路 

・５ｍ以上 

(c) 表示板の表示面の方向角 

表示板の表示面の方向角は、「日本道路公団設計要領第５集第 13-3 編 可変式道路表示

板設置要領(日本道路公団)」を参考にし、表示板面の直角方向が、視認開始地点と消失位置

の中間程度に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出典：「日本道路公団設計要領第５集第 13-3 編 可変式道路表示板設置要領(日本道路公団)」〕 

 

図 6.3-2  表示板の表示面方向角の説明 
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６－４ 道路状況把握設備 

 撮像装置装置の種類、設置高さと俯角、設置場所は、適用する道路の道路線形や実勢速度によ

り実勢に合わせて決定する。 

(1) 設置・配置の方針 

・道路状況把握装置は、原則としてサービス対象区間の近くに配置する。 

・停電・地震等の非常時に備えた設置とする。 

・保守・点検に配慮した設置とする。 

なお、道路状況把握装置の機能面からは配置上の制約はない。 

(2) 撮像装置における設置・配置上の留意事項 

設置場所の特殊な条件によって制約が生じる場合は、各条件に応じた配慮が必要である。 

 

 

【解 説】 

 

(1) 設置・配置の方針 

(a) 機器の配置位置の制約 

撮像装置は検出対象を検知できる位置に配置する。しかし、道路状況把握装置は検知でき

る位置に配置する必要はない。設備を設置する局舎等が既にある場合は、そこに集約して配

置することも可能である。 

(b) 非常時対応 

本システムは道路交通と同様に 24 時間運用が基本であり、停電・地震等の非常時に備え

た設置とする。 

(ｱ) 非常用電源の設置 

道路状況把握設備は、電源の瞬断等によるデータの破壊を防止するため無停電電源装置

からの電源供給を基本とする。 

(ｲ) 耐震対策 

   設置する装置および機器収納架は移動、転倒しないよう強固に固定し、必要により耐震 

  補強を行い耐震性を確保する。 

(c) 保守・点検対応 

保守作業を行うための十分な保守スペースを確保するなど保守・点検に配慮した設置とす

る。 

特に、屋外に設置する場合には、道路脇であることを考慮し保守のための作業領域の確保

が必要である。設置場所での作業が不可能な場合は、移動して行うことを含めて検討する。 

 

 

 

 



  

105 

(2) 撮像装置における設置配置の留意事項 

撮像装置の設置・配置は、「６－１－２ 各設備共通の設置・配置基準」に準拠して行う。 

  撮像装置固有の設置・配置の留意事項を以下に示す。 

(a) 使用する撮像装置の選定 

撮像装置は、「２－２－４  道路状況把握装置選定の考え方」あるいは「５－２ 機器構

成（２）道路状況把握設備（ｂ）」に基づき、設置場所に合った装置を選択する。 

(b) 検出率の向上を図る必要がある場合は、複数の撮像装置で監視する。 

・異なる方向から監視することで、シャドウイングによる検出率の低下を防ぐ。 

・異なる種類の撮像装置を併用して、検出率の向上を図る。 

(c) 設置高さと俯角 

設置高さと俯角により、手前側に生じる撮像装置視野外の範囲が変化するので、検出率が

最適となるように、現場の状況に合わせて調整する。 

(d) 未検出部 

視野内に進入した車両に対する検出処理を完了するためには、撮像装置視野手前側に一定

の範囲を必要とし、この範囲に未検出部が生じる。垂直画角範囲から未検出部を除いた部分

が検出対象範囲となる。 

直線部では、検出対象範囲を長くするような、設置高さと俯角の組み合わせを採用する。 

カーブ半径が小さい場合には、カーブにより視界が妨げられるため、撮像装置から見通せ

る範囲は短くなる。そのため、俯角を大きくして手前の撮像装置視野外の範囲がより短くな

るようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.1-4  撮像装置の設置高さと俯角 

 

(e) カーブ等による死角の影響 

カーブにより視界が妨げられ、撮像装置１基あたりの検出対象範囲が短くなる。また、視

界が確保されている領域のうち、手前側ｘ[ｍ]の区間は未検出部であるため、検出対象範囲

 
 
 
 
 

垂直画角 

（直下） 

検出対象範囲 

検出外範囲 

    俯角 
設
置
高
さ 

視野最近部 視野最遠部 

センサ 

センサ視野外 

未検出部 
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はさらに縮小する。これらの点を考慮して、撮像装置の配置を計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.1-5  カーブ等による死角の影響 

 

 (f) 揺れの許容量 

  各撮像装置の揺れの許容範囲は、計測最遠方位置での位置、速度の計測精度が確保できる

ように定める。 

 

 

 
 
 
 
 

水平画角 
視界の左端 

視界の右端 

センサ 
最遠部 

死角 

最近部 

ｘ：車両の認識に必要な区間 

ｘ 

道路外側の接線 

道路内側の接線 

検出範囲 
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６－５ IS 路側処理設備 

IS 路側処理設備を構成する機器の配置・設置の考え方は以下のとおりである。 

(1) IS 路側処理設備の配置 

IS 路側処理設備は原則としてサービス対象区間近くに配置する。 

なお、IS 路側処理設備の機能面からは、配置上の制約はない。 

(2) 非常時対応 

停電・地震等の非常時に備えた設置とする。 

(3) 保守・点検対応 

保守・点検に配慮した設置とする。 

なお、IS 管理設備がないシステムの場合、運用・保守作業は本装置を介して実施すること

になるため、運用・保守の利便性を考慮し、以下の配慮をする。 

・運用・保守員のための駐車スペースの確保 

・運用・保守の作業スペースの確保 

 

【解 説】 

 

(1) IS 路側処理設備の配置 

IS 路側処理設備は原則としてサービスを提供する区間の近くに配置する。しかし、IS 路側

処理設備が保有する機能の面からはサービス対象区間の近くに配置する必要性はない。設備を

設置する局舎等が既にある場合は、そこに集約して配置することも可能である。 

 

(2) 非常時対応 

本システムは道路交通と同様に１日 24 時間運用が基本であり、停電・地震等の非常時に備

えた設置とする。 

(a) 非常用電源の設置 

IS 路側処理設備は、電源の瞬断等によるデータの破壊を防止するため無停電電源装置か

らの電源供給を基本とする。 

(b) 耐震対策 

設置する装置および機器収納架は移動、転倒しないよう強固に固定し、必要により耐震補

強を行い耐震性を確保する。 

 

(3) 保守・点検対応 

保守作業を行うための十分な保守スペースを確保するなど保守・点検に配慮した設置とする。 

特に、屋外に設置する場合には、道路脇であることを考慮し、保守のための作業領域の確保が

必要である。設置場所での作業が不可能な場合は、移動して行うことを含めて検討する。 
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６－６ IS 管理設備 

IS 管理設備は、以下の方針で配置・設置する。 

(1) システムを運用する組織の体制に従って配置する。 

(2) 屋内設置を基本とする。 

なお、本システムでは、通信ネットワークが未整備で路側設備単独での運用、保守が可能

と判断した場合は、本設備の設置を省略できる。 

 

【解 説】 

 

(1) IS 管理設備の配置 

システムを運用するためには、個々の路側設備を管理運用する担当者および責任者に必要な

情報を提供できるように、IS管理設備を配置する。 

このため、IS管理設備は、管理運用部門の配置場所に合わせて配置する。 

 

(2) 屋内への設置 

IS 管理設備は、運用担当者が運用操作することに加え、動作環境の安定性およびセキュリ

ティ対策の観点から、システム監視が可能な屋内設置が望ましい。また、空調設備等を設置し

て、動作環境を一定に保つ対策を施す。IS管理設備の動作環境の一例を以下に示す。 

・温度：＋5～＋35℃ 

・湿度：20～80％RH（結露なきこと） 
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第７章 検査基準 

  

７－１ 検査の目的 

検査の目的は、対向車両情報表示サービス、前方停止車両・低速車両情報表示サービスおよび

その組み合わせサービスに必要な機能の品質を確認することである。 

 

【解 説】 

 

設備の設置後、機能や性能の総合的な調整を経て、検査基準に従い各設備検査を実施する。 

各設備検査の合格後、各設備間を接続した完成検査で機能・性能等のサービス仕様を満たしてい

ることを確認する検査を実施し、合否を判定する。 

工場検査では現地の周辺環境や物理的な接続環境に依存した試験ができないため、本検査によ

り実機を接続してサービスの機能・性能を確認する。 
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７－２ 検査の適用、内容の考え方 

各検査の適用範囲、および考え方は、以下のとおりとする。 

(1) 工場検査： 

 特記仕様書、および承諾願い図書どおり設計された機能・性能が正常に動作しているか検

査する。 

検査のための標準映像データを装置に入力し、各検査項目に従い動作確認する。 

(2) 現地検査： 

 工場検査にて合格した設備が現地に設置した状態でサービス要件を実現する機能・性能が 

正常に動作するか検査する。 検査のための現地事前映像または現地実データなどを装置 

に入力し、各検査項目に従い動作確認する。 

 

【解 説】 

 

   工場検査は、各設備の製作・調整完了後、およびシステムが接続された状態になったものを対

象とする。現地検査は、各設備の工場検査基準を満たす設備が、本サービスを提供するために必

要な全ての設備を現地に設置し、かつ、接続が終了の状態になったものを対象とする。 

 工場検査、現地検査に関する検査項目、判定規格について ７－３、７－４に記載。 

本検査基準で定義した検査項目を実施した結果、本設備、サービスの品質・性能を保証するもの

としてその検査結果を適切な様式で記録する必要がある。検査の記録は、稼動後の本サービスの

品質・性能が低下したかどうかを判断するための指標、あるいは、保守点検計画を策定する際の

指標とするため、適切に保存、管理をする。 
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 ７－３   工場検査 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【 解  説】 

 

(1) 員数、構成検査 

・検査項目 ： 構成品名称、員数 

・判定規格 ： 構成品と員数に相違がないこと 

・検査手段 ： 目視により、特記仕様書、承諾願い図書と員数表と対比 

 

(2) 外観・構造検査 

(a) 外観検査 

・ 検査項目 ： 変形、汚損、損傷、塗装異常がないことを検査する 

・ 判定規格 ： 装置外観に異常がない 

・ 検査手段 ： 目視による確認検査 

(b) 構造検査 

・ 検査項目 ： 構成品の設置状態、取付状態、ネジ、ボルトの緩み、装置内の残材等 

・ 判定規格 ： 異常がない 

・ 検査手段 ： 目視またはネジ、ボルトの緩みは工具を使う 

                扉がある場合には開閉具合を検査する 

 

(3) 機能・性能検査 

(a) 機能検査 

仕様書に記載されている機能の検査を行う。 検査項目および判定規格を表 7.3-1 

に示す。 

    (b) 性能検査 

仕様書に記載されている性能の検査を行う。 検査項目および判定規格を表 7.3-2 

に示す。 

工場検査の検査項目・内容は、以下のとおりとする。 

(1) 員数、構成検査 

特記仕様書、承諾願い図書どおりの構成品と員数になっていることを検査する。 

(2) 外観・構造検査 

     特記仕様書、承諾願い図書どおりの外観・構造になっていることを検査する。 

(3) 機能・性能検査 

 検査のための標準映像データ（標準検査映像）を装置に入力し、各検査項目にしたが

い動作確認、および出力結果を検査する。 

(a) 機能検査 

(b) 性能検査 

 



  

112 

表 7.3-1  機能検査 

 

（注）○印は適用を示す。 

検査項目 判定規格 前方停止

低速 
対向車両 

個別車両検出機

能 
標準検査映像にて車線毎の個別車両の位置情報、速度情報

が出力されていることを確認する。 
○ ○ 

事象判定機能 標準検査映像にて停止車両、低速車両、または対向車両を

検出できることを確認する。 

○ ○ 

事象定義機能 画像処理装置の各種パラメータが設定できることを確認す

る。 
○ ○ 

帳票出力機能 
 （注１） 

運用履歴が所定のフォーマットで出力されていることを確

認する。 

○ ○ 

異常監視機能 IS 路側処理装置の構成設備毎に自己の動作状態を診断し異

常を検知するとともに、通信回線を介して接続された設備

の異常を検知する 

 
○ 

 
○ 

 
 
表示板の 
制御監視機能 
 

① IS 路側処理装置から受信した制御モードにより点灯、

消灯および点滅の制御を行う 

② ２画面の交互表示を行う 

③ 故障・異常が発生した場合には、監視信号の創出およ

び 

表示動作を行う 

 
 

○ 

 
 

○ 

 （注１）「帳票出力機能」の検査項目適用は、道路管理者との協議による。  

 

 

表 7.3-2  性能検査 

 

（注）○印は適用を示す。 

検査項目 判定規格 前方停

止低速 
対向車

両 
検出対象 自動車および自動二輪車を検出できることを確認する。 ○ ○ 

検出範囲 
(注)参照 

自動車の場合、直線部で約 80ｍ（カメラ直下から約 30～

110ｍ）、自動二輪車の場合、直線部で約 40ｍ（カメラ直下

から約 30～70ｍ）であることを確認する。 

 
○ 

 
○ 

検出速度 90km/h 以下（一般道）の自動車および自動二輪車が検出で

きることを確認する。 

○ ○ 

速度検出精度 昼と夜の２パターンの普通車両、標準検査映像、各１台に

対して行う。監視範囲の始点と終点のデータに対して速度

変化が±10km/h であることを確認する。 

 
○ 

 

― 

検出対象車線 対面通行の場合：各 1 車線の計 2 車線を走行する車両情報

が出力されていることを確認する。 

○ ○ 

データ更新周期 個別車両の位置・速度データが 100±20 ミリ秒で出力され

ていることを確認する。 

○ ○ 

車両検出率 昼と夜の標準検査映像により、車両検出率９５％以上であ

ることを確認する。 

○ ○ 

（注）カメラ取付柱の高さ、道路張り出し位置、カーブの曲率、車線数等 カメラの設置条件 

       および検出対象道路条件により決定する。 
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７－４   現地検査 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【 解  説】 

 

(1)  員数、構成検査 

・ 検査項目 ： 構成品名称、員数 

・ 判定規格 ： 構成品と員数に相違がないこと 

・ 検査手段 ： 目視により、特記仕様書、承諾願い図書と員数表を対比 

 

(2)  外観・構造検査 

(a) 外観検査 

・ 検査項目 ： 変形、汚損、損傷、塗装異常がないことを検査する 

・ 判定規格 ： 装置外観に異常がない 

・ 検査手段 ： 目視による確認検査 

(b) 構造検査 

・ 検査項目 ： 構成品の設置状態、取付状態、ネジ、ボルトの緩み、装置内の残材等 

・ 判定規格 ： 異常がない 

・ 検査手段 ： 目視またはネジ、ボルトの緩みは工具を使う 

                扉がある場合には開閉具合を検査する 

 

(3)  設置寸法検査 

・ 検査内容 ： 設置場所における本装置の設置位置測定と確認 

・ 判定規格 ： 特記仕様書、承諾願い図書に明記された規格寸法であること 

・ 検査手段 ： 測定確認検査 

 現地検査の検査項目・内容は以下のとおりとする。 

(1)  員数、構成検査 

特記仕様書、承諾願い図書どおりの構成品と員数になっていることを検査する。 

(2)  外観・構造検査 

     特記仕様書、承諾願い図書どおりの外観・構造になっていることを検査する。 

(3)  設置寸法検査 

  特記仕様書、承諾願い図書どおりの設置場所における本装置の設置位置の寸法を検査す

る。 

(4)  機能・性能検査 

 検査のための現地事前映像または現地実データを装置に入力し、各検査項目にしたがい

動作確認、および出力結果を検査する。 

(a) 機能検査 

(b) 性能検査 
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(4)  機能・性能検査 

(a) 機能検査 

仕様書に記載されている機能の検査を行う。 検査項目および判定規格を表 7.4-1 

に示す。 

    (b) 性能検査 

仕様書に記載されている性能の検査を行う。検査項目および判定規格を表 7.4-2 

に示す。 
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表 7.4-1  機能検査 

 

（注）○印は適用を示す。 

検査項目 判定規格 前方停

止低速 
対向車両 

 
対向車両検出

機能 

対向車両に該当する走行車両が録画された現地事前録画映

像または現地実データを本装置に入力することによって、

「対向車両」として車両検出する。 

 
― 

 
○ 

 
停止車両検出

機能 

走行車両が停止するまでの映像が録画された現地事前録画

映像または現地実データを本装置に入力することによっ

て、設定時間以上の間、停止した車両を「停止車両」とし

て事象検出する。 

 
○ 

 
― 

 
低速車両検出

機能 

低速走行する車両が録画された現地事前録画映像または現

地実データを本装置に入力することによって、設定検出速度

より低速度の車両で、かつ、設定時間以上の間、存在した車

両を「低速車両」として事象検出する。 

 
○ 

 
― 

時刻同期機能 ＧＰＳ時刻信号を用いて、本装置内部の時刻を同期する。 ○ ○ 

 
 
リモート制御

機能 

下記の操作が機能する。 

①パラメータ設定 

遠隔地から画像処理装置のパラメータを設定する。 

②プログラムのダウンロード 

遠隔地から画像処理装置のプログラムをダウンロード

する。 

③システム起動・停止 

遠隔地から画像処理装置のアプリケーションソフトを 

停止、および再起動する。 

 
 
 
 

○ 

 
 
 
 

○ 

 
障害物情報管

理機能 

画像処理装置で検出した事象検出データ（情報）を表示板

に提供表示するにあたり、複数事象検出時の表示優先度、

あるいは事象発生の位置的優先度を考慮し、提供情報（表

示内容）を判定処理、管理する。 

 
○ 

 
○ 

表示情報管理

機能 
判定処理した提供情報（表示内容／（「停止車あり」・「低速

車あり」、または「対向車あり」等）を表示板に表示するた

め、表示板を制御、管理する。 

 
○ 

 
○ 

運転制御機能 本設備の起動または停止するにあたり、IS 路側処理装置の

運転を制御し、かつ表示板の表示内容を介入操作する。 

○ ○ 

 
異常監視機能 

IS 路側処理装置の構成設備毎に自己の動作状態を診断し異

常を検知するとともに、通信回線を介して接続された設備

の異常を検知する。 

 
○ 

 
○ 

 
データ管理機

能 

下記の管理・蓄積を行う。 

① 本設備に必要なシステムパラメータの管理 

② IS 路側処理装置の運用状態の履歴蓄積 

表示板の表示内容（提供情報）の履歴蓄積 

 
 

○ 

 
 

○ 

表示機能 表示色は１ドット単位とし、橙（混合色）表示を行う ○ ○ 
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制御監視機能 

下記の動作を行う。 

① IS 路側処理装置から受信した制御モードによって

点灯、消灯および点滅の制御を行う。 

② ２画面の交互表示を行う。 

③ 点滅または交互表示の場合は、点滅回数および点

灯／消灯の時間比の設定調整にて変更が可能。 

④ 制御信号受信後、または監視要求操作後に監視信

号を返送する。 

⑤ 故障・異常が発生した場合には、監視信号の送出

および表示動作を行う。 

⑥ 故障復旧時および伝送復旧時には、IS 路側処理装

置に対し、再制御要求を行う。 

 
 
 
 
 
 
 

○ 

 
 
 
 
 
 
 

○ 

事象定義機能 画像処理装置の各種パラメータ（車両検出用パラメータや

事象判定用パラメータ等）設定変更できる。 

○ ○ 

 
 
システム管理、 
表示機能 
 
 

下記の操作が機能する。 

① カメラ映像のリアルタイム表示   （オプション） 

カメラ映像（静止画および準動画）をリアル

タイムに表示する。 

② 事象ログ表示 

画像処理装置が検出した事象の発生時刻、種類

を表示する。 

③ 動作状況表示 

カメラ、画像処理装置の動作状況を表示する。 

 
 
 
 
 

○ 

 
 
 
 
 

○ 

帳票出力機能 運用履歴を所定のフォーマットで出力する。 ○ ○ 
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表 7.4-2  性能検査 

 

（注）○印は適用を示す。 

検査項目 判定規格 前方停

止低速 
対向車

両 
検出対象 自動車および自動二輪車を検出できることを確認する。 ○ ○ 

検出範囲 
（注）参照 

自動車の場合、直線部で約 80ｍ（カメラ直下から約 30～

110ｍ）、自動二輪車の場合、直線部で約 40ｍ（カメラ直下

から約 30～70ｍ）であることを確認する。 

 
○ 

 
○ 

検出速度 90km/h 以下（一般道）の自動車および自動二輪車が検出で

きることを確認する。 

○ ○ 

速度検出精度 昼と夜の２パターンの自然流・単独普通車両、各１台に対

して行う。監視範囲の始点と終点のデータに対して速度変

化が±10km/h 以内であることを確認する。 

 
○ 

 

○ 

検出対象車線 対面通行の場合：各 1 車線の計 2 車線を走行する車両情報

が出力されていることを確認する。 

○ ○ 

車両検出率 通常の自然交通流で、車両検出率９５％以上であることを

確認する。 

○ ○ 

 

 （注）カメラ取付柱の高さ、道路張り出し位置、カーブの曲率、車線数等 カメラの設置条件 

       および検出対象道路条件により決定する。 
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第８章 運用・保守基準 

 

本章では、対向車両情報表示サービス、前方停止車両・低速車両情報表示サービスの運用・保

守基準について述べる。本基準で示すシステム運用・保守は、IS 管理設備の設置を前提として述

べる。 

なお、IS 管理設備を装備しないシステムでは、道路管理パトロール等による運用・保守を行う。 

 

８－１ 運用・保守基準 

本システムにおける運用とは、本サービスを円滑に提供するために、システム正常時にはシス

テムの状態を監視し、万一の異常発生時には速やかに復旧作業に移行できる体制を整えることで

あり、保守とは、本サービスを安全かつ正しく提供するために、システムに発生する恐れのある

異常を予防することと、万一の異常発生時には速やかに復旧作業を完遂し、システムを正常状態

に復帰させることである。 

 

【解 説】 

 

本項では、ドライバーが安心して使用できるシステム環境を維持するために、システムの運用・

保守のための基準を規定する。 

(1) 運用・保守の基本方針 

運用の基本方針は、本サービスで提供する情報をドライバーが安心して利用できるために、

システムの稼働状態を管理することである。 
保守の基本方針は、ドライバーが安心して本サービスを利用できるために、システムの安全

性・信頼性を確保することである。 

 

(2) 運用・保守の配置 

本システムの設備構成、運用担当者と保守担当者の配置を図 8.1-1 に示す。各サービスを提

供するための路側設備は道路わき、または局舎に設置するため、通常、各施設内は無人である。 

システムの稼動維持に関しては、運用担当者による 24 時間監視・運営が理想であるが、地

域の実状や人員の状況等を踏まえ、具体的な運営や体制については、各事務所毎に検討し、決

定する。運用担当者は、IS 管理設備を介して、システムを構成する各設備の動作状態を監視

し、運用管理を行う。 

保守担当者は、定期点検や万一の故障発生時には各設備へ出向き保守作業を行う。 
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図 8.1-1  システムを構成する各設備 

 

(3) 安全性・信頼性 

(a) システムの安全性 

システムの安全性とは、システムが外部（人間、資材、環境等）に対して損失、損傷を与

えない性質である。 

(b) システムの信頼性 

システムの信頼性とは、システムが与えられた条件で規定の期間中、必要な機能を果たす

ことができる性質である。 

(c) 安全性・信頼性の目標値設定 

(ｱ) 安全度の目標値は、95%以上 

(ｲ) システム稼動率の目標値は、99%以上 

(d) 安全性・信頼性目標値の設備への割り付け 

安全性・信頼性の目標値設定で定めた安全性・信頼性の目標値を、各設備に割り付ける。 

(e) フェ－ルセーフの概念 

システムの安全性を損なう故障は、「安全側故障」と「危険側故障」に分類できる。その

定義を表 8.1-1 に示す． 

IS 管理設備 

 運用担当者  保守担当者 

路側設備 

  IS 路側処理設備 

道路状況把握設備 

路側設備 

IS 路側処理設備 

路側設備 

 IS 路側処理設備 

路側データ/ログの送受信、路側設備の運用・保守 

情報表示設備 

道路状況把握設備 

情報表示設備 

道路状況把握設備 

情報表示設備 
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表 8.1-1  システムの故障の分類 

システムの故障 定  義 

安全側故障 故障が発生したことを検知することが可能であり、かつドライバーに

対して発生したことを通知することが可能な故障。ドライバーは故障

の発生を認識し、何らかの対処をすることにより危険な状態に陥るこ

とを避けることができる。 

危険側故障 故障が発生したことをドライバーに対して通知することができない、

あるいは通知が間に合わない故障。ドライバーは故障の発生を認識で

きず、対処をすることができないため、危険な状態に陥る。 

 

危険な故障を発生させる確率を危険側故障率という。本システムの安全性を確保するため

に、故障を発生させる可能性のある要因をあらかじめ抽出し、危険側故障率を減少させる対

策を講じるものとする。つまり、本システムにフェ－ルセーフの機能を備える対策をとる必

要がある。 

(f) 信頼性確保の概念 

本システムの信頼性を確保するために、システムの動作停止を招く信頼性阻害要因の除去、

動作不能時間の短縮を図り、信頼性の目標値を維持する。 
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８－２ 設備運用基準 

 

本システムの路側設備を運用するにあたり留意すべき以下の３項目について、運用の基本方針

に従って述べる。 

・路側設備の運転制御 

・異常監視 

・データ管理 

 

８－２－１ 路側設備の運転制御 

本システムは通常運用時、サービス提供状態にあり、運用担当者は IS 管理設備を介し、路側設

備の状態を監視する。 

路側設備の動作開始または停止の必要が生じた場合、運用担当者は、IS管理設備を介するか、

路側設備を直接操作することにより、システム全体に影響がないように個別（路側設備単位）に

サービスの停止または開始を行う。 

路側設備は、停止状態、準備状態、保守状態、サービス提供状態の各動作状態をとり、これら

の状態間で遷移を行う。 

 

【解 説】 

 

(1) 路側設備の状態制御 

路側設備は、正常運用中や保守作業中等の運転状況に応じて、いくつかの動作状態を持ち、

これらの状態間を、自動または運用担当者のマニュアル操作によって遷移する。路側設備の状

態遷移の概念を図 8.2.1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.1-1  路側設備の状態遷移図 

停止状態 

電源ON 

電源OFF 

サービス提供状態 

サービス開始 

・サービス停止 

・構成設備異常 保守作業終了 

保守作業開始 

保守状態 

準備状態 
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図 8.2.1-1 に示す路側設備の各状態のうち、停止状態、準備状態、保守状態については、本

システムを構成する路側設備全体の状態として定義される。サービス提供状態については、提

供するサービス毎の状態として定義する。したがって、複数のサービスを提供する路側設備の

場合には、サービス提供状態は、サービス毎に存在する。 

路側設備の各状態と状態遷移の動作の基本的な考え方について以下に述べる。 

(a) 停止状態 

路側設備の電源が投入されていないか、動作が停止している状態で、本システムを構成す

る路側設備全体の状態として定義する。路側設備の電源を投入し、サービス提供の準備が整

うと、自動的に準備状態に遷移する。 

(b) 準備状態 

全ての路側設備に電源を投入し、IS 管理設備による遠隔操作または路側設備の直接起動

操作を待っている状態で、本システムを構成する路側設備全体の状態として定義する。運用

担当者が IS 管理設備による遠隔操作または路側設備の直接操作によりサービス開始を行う

と、サービス提供状態に遷移する。本システムを構成する路側設備の全て、またはいずれか

の電源が遮断されると自動的に停止状態に遷移する。 

(c) サービス提供状態 

 サービス提供区間において、サービスを提供している通常の運用状態で、提供しているサ

ービス毎に定義する。運用担当者が IS 管理設備による遠隔操作または路側設備の直接操作

によりサービス停止の指示を行うと準備状態に遷移する。また、本システムを構成する路側

設備のうち、道路状況把握設備の異常を検知すると、自動的に準備状態に遷移する。 

(d) 保守状態 

 保守担当者が路側設備に対して定期点検等の保守作業（保守作業終了後に行う路側設備の

動作確認作業も含む）を行っている状態で、本システムを構成する路側設備全体の状態とし

て定義する。保守作業を開始する際に、保守担当者が路側設備をマニュアル操作することに

よって準備状態から遷移する。保守作業終了時は、路側設備が正常に動作することを確認し

た後、保守担当者が路側設備をマニュアル操作することによって準備状態へ復帰する。 

(2) サービスの開始 

サービスの開始は、運用担当者が路側設備に電源が投入され、準備状態であることを確認し

た後、IS管理設備による遠隔操作または路側設備へ直接にサービス開始の操作を行う。 

IS 管理設備から、複数の路側設備に対してサービス開始を行う場合には、１つの路側設備

ずつ、順次開始操作を行う。 

サービス開始は次の場合に発生する。 

・本システムの新規導入 

・路側設備の増設 

・路側設備の保守作業終了 

・その他（サービス停止の解除） 
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(3) サービスの停止 

(a) 運用担当者による手動停止 

次の場合には、運用担当者はサービスの提供を停止するため IS 管理設備による遠隔操作

または路側設備へ直接にサービス停止の操作を行う。 

(ｱ) 路側設備の撤去 

既に導入した本システムにおいて、路側設備を撤去する場合 

(ｲ) 路側設備の保守作業開始 

既に導入した本システムにおいて、路側設備の保守点検作業を開始する場合 

(ｳ) サービス提供区間での道路工事 

既に導入した本システムにおいて、サービス提供区間で道路工事を行う場合（工事車両

や工事作業者を検出して誤報を発する恐れがあるためサービスを停止する） 

(ｴ) 気象条件によるサービスの停止 

以下の気象条件を満たさない場合、サービスを停止する。 

この場合、道路管理者の判断により、IS 管理設備操作にて「調整中」表示とする。 

・風速  ：25m/s 以下 

・時間雨量：30mm/h 以下（赤外撮像装置の場合は 50mm/h 以下） 

・霧視程 ：800ｍ以上（赤外撮像装置の場合は 200m 以上） 

・雪視程  ：1000ｍ以上 （赤外撮像装置の場合は 500m 以上） 

ただし、地域条件を考慮して、緩和した数値を用いることも許容する。 

また、地吹雪の発生するような極めて条件の悪い地域は個別に設定する。 

 

(b) 路側設備による自動停止 

次の場合には、路側設備は自動的にサービスの提供を停止する。 

(ｱ) 路側設備の異常 

本システムを構成する各路側設備の異常を検知した場合 

(ｲ) 停  電 

路側設備の供給電源が停電した場合 
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８－２－２ 異常監視 

 運用担当者は、本システムを構成する各設備の異常時に発報する故障警告を監視する。 

また、故障発生時には、運用担当者は保守担当者に連絡し、速やかに復旧処理を実施する。 

 

【解 説】 

 

本システムにおける異常監視項目を以下に述べる。 

(1) 路側設備個別の動作監視 

運用担当者は、本システムを構成する各路側設備の動作状態を監視する。また１つの路側設

備を複数の装置で構成する場合、各路側設備はこれらの装置の動作状態を監視する必要がある。

これらの監視は、一定周期毎に各構成装置の動作状態を把握する方法や、各構成装置の動作状

態に異常が発生した場合に各構成装置から異常を通知する方法等によって行う。これらの方法

により各路側設備が異常を検出した場合、IS 路側処理設備は、IS 管理設備に対して該当する

路側設備の異常を示す状態変化通知を行う。復旧処理によって該当する路側設備の異常が回復

した場合、IS路側処理設備は、該当する路側設備が正常状態になった旨を IS 管理設備に対し

て状態変化通知する。 

本システムで動作監視が必要な路側設備を以下に示す。 

・IS 路側処理設備 

・道路状況把握設備 

・情報表示設備 

 

(2) 各路側設備間の通信状態の監視 

運用担当者は、本システムを構成する各路側設備間の通信状態を監視する。各路側設備間の

接続回線は、回線状態や交通事故、回線工事の事故等によって、誤って切断することが考えら

れる。このため、IS 路側処理設備と各路側設備との間で、一定周期毎に通信メッセージを送

受信する方法等によって通信状態の監視を行う。一定時間以上、通信メッセージが受信できな

い等によって異常を検知した場合、IS 路側処理設備は IS 管理設備に対して該当する路側設備

との通信異常を示す状態変化通知を行う。 

復旧作業等によって該当する路側設備間の通信異常が回復した場合は、IS 路側処理設備は

正常状態になった旨を IS管理設備に対して通知する。 

本システムで通信状態の監視が必要な各路側設備間の通信を以下に示す。 

・IS 路側処理設備と道路状況把握設備間の通信 

・IS 路側処理設備と情報表示設備間の通信 

・IS 路側処理設備と IS管理設備間の通信 
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８－２－３ データ管理 

 本システムを運用する上で、基本となるデータには、次のものがある。 

・サービスに関するログデータおよび運用に関するログデータ 

・各サービスのためのパラメータデータ 

運用担当者は、本サービスを提供するのに必要なパラメータおよび本サービスを提供する過程

で得たログデータをデータベース保管し、管理する。 

 

【解 説】 

 

以下にデータ管理の概要を述べる。 

(1) サービス提供に関するログ 

サービス提供に関するログとは、路側設備が車両に対してサービス提供を行った情報の履歴

を記録したログデータである。 

IS 管理設備においてサービスログを保管、管理するため、路側設備は IS 管理設備へサービ

スログを送信する必要がある。 

また、サービスログは、路側設備の運用を管理する上で重要なデータであるため、IS 管理

設備の故障時においてもサービス提供が継続できるよう、路側設備側で一定のデータ容量を常

に保持しておくことが必要である。 

 

(2) 運用に関するログ 

運用に関するログとは、本システムを構成する各路側設備の故障・復旧の履歴および IS 管

理設備からの運用担当者による操作介入の履歴を記録したログデータである。 
IS管理設備において路側設備の動作状態を示す情報を基に運用ログを作成し、管理するため、

路側設備は路側設備の動作状態を IS 管理設備に通知する必要がある。 

また、運用ログは、サービスログと同様、路側設備の運用を管理する上で重要なデータであ

るため、IS 管理設備の故障時においてもサービス提供が継続できるよう、路側設備側で一定

のデータ容量を常に保持しておくことが必要である。 

 

(3) 各サービスのためのパラメータ 

各サービスのためのパラメータとは、路側設備のパラメータ、サービス提供条件等、サービ

スを提供する上で必要なデータである。 

IS 管理設備において路側設備の運用管理を行うため、IS 管理設備から路側設備に対し、現

在の設定データの内容を照会することができる。また、路側設備にデータをダウンロードする

ことができる。 
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８－３ 設備保守基準 

 設備の保守においては、以下の項目を明確に定め、保守点検を実施する。 

・システム（または設備）の耐用年数、保守の対応期間 

・保守するための作業人員、作業時間 

・定期点検の点検周期、点検にかかる時間、点検要領 

・自己診断機能の有無、リモート診断機能の有無、切り分けの分界点 

・保守作業のときの保守交換単位 

・保守業務に必要な保守部材 

   

 

【解 説】 

 

保守は、大きく定期点検業務が主体となる点検業務と障害発生時の修理復旧業務が主体となる

修理保守業務に分類できる。 

(1) 点検業務 

点検業務とは、システムが稼動中の故障により動作不能状態となることを未然に防止するた

め、システムの動作可能状態を維持するために行う点検作業である。点検業務では、実際にシ

ステムの動作を停止させている時間が点検休止時間（システム停止時間）となる。 

(a) 定期点検 

常に設備が所定の機能および性能を維持するために、定期的な点検が必要である。定期点

検項目例を以下に示す。 

(ｱ) 外観点検 

機器やケーブルに損傷がないこと、取付状態に異常がないことを目視により確認する。 

(ｲ) 機器清掃 

装置本体の清掃を行う。 

 

(2) 修理保守業務 

修理保守業務とは、故障などの障害発生によりシステムが動作不能状態となった時に、シス

テムを動作可能状態に復旧させるために行う修理復旧作業である。なお、磨耗、劣化部品など

の定期交換業務は、機器精通者による業務となるため広義の意味で修理保守業務に含むものと

する。システムが故障等により機能を喪失し、動作停止状態に陥った場合に機能を回復するま

での時間が修理中の時間（システム停止時間）となる。 

(a) 障害の切り分け 

システムを復旧させるためには、まず故障箇所を早期に発見することが重要である。自己

診断機能、障害ログなどの情報から、保守マニュアル（切り分け手順書）などを参照して、

故障箇所を特定する。 

(b) 修理または交換後の点検 
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作業手順書に従い、修理または交換した内容に応じて必要な点検を行う。 

(c) 定期交換 

    装置の性能・機能を維持するため、寿命が予測される部品は定期的な交換が必要である。 

     

(3) 各種作業手順書の作成 

基準を明確化した上で、保守作業の手順書を作成する。手順書は保守作業を実施する上での

具体的処理を記述するもので、保守作業を手順化し、その標準的な方法を手順書として定める

ことにより、故障発生時の対応や定期点検などの作業を迅速かつ確実に実施することができる。

手順書は分かりやすく正確であり、利用しやすいことが重要である。 
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８－４ 運用・保守体制 

設備保守基準に定める運用・保守を実現するために、運用担当者および保守担当者は、以下の

項目の検討を行い、作業遂行が可能な体制を構築する。 

(1) 要員体制 

運用担当者、保守担当者の配置体制を構築する。 

(2) 作業の標準化 

運用担当者、保守担当者の作業方法の基準となるマニュアルを作成する。 

(3) 要員の教育・訓練 

定期的に要員の訓練をマニュアルに従って実施する。 

(4) ドライバーへの通知 

本システムの目的、機能等について広くドライバーにＰＲするとともに、システムを安全か

つ有効に機能させるために必要な運用・保守作業に伴うサービスの一時中断等が予定される場

合は、ドライバ－に事前に広く通知し、理解を促す。 

 

【解 説】 

 

(1) 保守・運用体制 

運用・保守体制は地域の実状や人員の状況等を踏まえ、導入する地域毎に検討を行うもので

あるが、ここでは運用を行う際のモデル運用体制を示す。 

 

表 8.4-1  通常業務一覧（例） 

機関 機能細分 入力 加工 出力 備  考 

サービス提供状況の管理 

（機器稼働状況） 

－ － － システムが自動的に機器の故障等の

情報を出力するため、道路管理者はそ

の情報内容を確認して行動する。 

サービス提供状況の管理 

（表示板提供内容） 

－ － － システムが自動的に表示板に出力す

るため、道路管理者はその情報内容を

確認して行動する。 

サービス提供状況の管理 

（操作介入） 

時刻変更 

固定表示 

要求 

－ － 上記情報(機器稼働状況、表示板提供

内容)の確認後、必要に応じて処置す

る。 

サービス提供状況の管理 

（運用パラメータ） 

－ － － 

国道 

事務所 

サービス提供状況の管理 

（道路構造） 

－ － － 

通常時不要 

（システム改造／改修時のみ必要） 
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表 8.4-2  通常業務人員体制（例） 

人  員 
機  関 

 業務内容 
備  考 

情報内容の確認 機器稼働状況 

表示板提供内容 

データ入力系 

(操作介入) 

時刻変更 

固定表示要求 

本システム専用の要員は不要であ

るが、事務所内には少なくても 1

名必要。(外部委託可能) 

データ入力系 

(運用パラメータ) 

システム改造改修 

国道事務所 

データ入力系 

(道路構造) 

システム改造改修 

作業が発生する都度、要員を確保

する。(通常時は要員不要) 

 

 

(2) 保守点検例 

道路管理者の関連機器の保守・点検例を以下に示す。 

 

表 8.4-3  保守・点検業務例 

機  関 機  器 保守・点検の方針 備  考 

国道事務所 IS 管理設備 年に１～２回の定期点

検を基本とする。 

道路状況把握装置 

表示板 

路側処理施設 

IS 路側処理装置 

年に１～２回の定期点

検を基本とする。 

外部委託可能 
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(3) 緊急連絡体制 

異常、故障、災害などによりシステムに障害が発生したときには、以下の表 8.4-4 に従い速

やかに適切な通報先に連絡するとともに、所定の必要な応急措置をとる。 

 

表 8.4-4  異常・故障・災害項目と連絡通報先例 

連絡通報 
区
分 

異常・故障・災害 

の項目 連絡先 条  件 
必要な応急処置 

路側機器・路側情報 

施設の不動作・破損 

によるシステムの 

動作障害・自動停止 

国道事務所の 

担当係 

全て 

 国道事務所の 

施設管理担当係 

利用者の衝突や破

壊により、機器が破

損を受けた場合 

・システム障害の度合いによる自動停止

機能は有しているものの、必要に応じ

て手動によるシステム停止の処理を行

う。 

・道路パトロ－ル等により状況を確認し

た後、必要な措置（原因の究明、補修

の指示等）を行う。 

・不良個所を補修する。 

IS 管理設備の 

不動作による 

監視不能 

国道事務所の 

担当係 

全て ・予備端末があればそちらに切り替える。

・不良端末を修復する。 

・管理保守端末の障害が発生しても路側

機能の基本的な動作には影響を与えな

いものの、上記の対応が不可の場合、

道路パトロ－ル等により状況を確認し

た後、必要な措置（システム停止等）

を行う。 

ネットワーク・通 

信障害による監視 

制御不能 

国道事務所の 

担当係 

全て ・予備回線があれば切り替える。 

・ネットワーク通信障害が発生しても路

側機能の基本的な動作には影響を与え

ないものの、道路パトロ－ル等により

状況を確認した後、必要な措置（原因

の究明、補修の指示等）を行う。 

異
常
・
故
障 

路側での停電による 

システムの動作停止 

国道事務所の 

担当係 

全て ・停電が発生した場合、システムは自動

的に停止する機能は有しているもの

の、道路パトロ－ル等により状況を確

認した後、必要な措置（原因の究明、

補修の指示等）を行う。 

地  震 国道事務所の 

担当係 

システム配備区間

に規定以上の強度

の地震が発生した

場合 

・システムの動作を確認し、必要に応じ

て手動によるシステム停止の処理を行

う。 

・道路パトロ－ル等により状況を確認し

た後、必要な措置（システム停止、補

修の指示等）を行う。 
災
害 

異常降雨 国道事務所の 

担当係 

システム配備区間

で通行規制等の障

害が発生した場合 

・システムの動作を確認し、必要に応じ

て手動によるシステム停止の処理を行

う。 

・特に視程が悪化した場合等は道路ﾊﾟﾄﾛ-

ﾙ等により状況を確認した後、必要な措

置（システム停止、補修の指示等）を

行う。 
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強  風 国道事務所の 

担当係 

システム配備区間

で通行規制等の障

害が発生した場合 

・システムの動作を確認し、必要に応じ

て手動によるシステム停止の処理を行

う。 

・道路パトロ－ル等により状況を確認し

た後、必要な措置（システム停止、補

修の指示等）を行う。 
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